
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
財
務
規
則 

 

（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
則
第
四
号
） 

改
正 

平
成
二
〇
年
五
月
二
九
日
規
則
第
九
号 

改
正 

平
成
二
一
年
三
月
二
四
日
規
則
第
四
号 

改
正 

平
成
二
二
年
三
月
二
六
日
規
則
第
二
号 

改
正 

平
成
二
二
年
四
月 

九
日
規
則
第
八
号 

改
正 

平
成
二
三
年
三
月
一
八
日
規
則
第
二
号 

 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
財
務
規
則
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
則
第
二
十
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

第
二
章 

出
納
機
関 

第
一
節 

設
置
及
び
任
命
（
第
三
条
・
第
四
条
） 

第
二
節 

引
継
ぎ
（
第
五
条
・
第
六
条
） 

第
三
章 

予
算 

第
一
節 

予
算
の
編
成
（
第
七
条
―
第
九
条
） 

第
二
節 

予
算
の
執
行
（
第
十
条
―
第
十
三
条
） 

第
四
章 

収
入 

第
一
節 

調
定
等
（
第
十
四
条
―
第
二
十
三
条
） 

第
二
節 

収
入
更
正
等
（
第
二
十
四
条
・
第
二
十
五
条
） 

第
三
節 

延
滞
金
及
び
不
納
欠
損
処
分
（
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
） 



第
五
章 

支
出 

第
一
節 

総
則
（
第
二
十
八
条
―
第
三
十
五
条
） 

第
二
節 

支
出
命
令
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
九
条
） 

第
三
節 

支
出
の
特
例
（
第
四
十
条
―
第
四
十
六
条
） 

第
四
節 
支
払
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
七
条
） 

第
五
節 

支
出
更
正
、
返
納
等
（
第
五
十
八
条
・
第
五
十
九
条
） 

第
六
節 

支
払
の
再
請
求
等
（
第
六
十
条
） 

第
六
章 

契
約 

第
一
節 

一
般
競
争
契
約
（
第
六
十
一
条
―
第
七
十
六
条
） 

第
二
節 

指
名
競
争
契
約
（
第
七
十
七
条
―
第
七
十
九
条
） 

第
三
節 

随
意
契
約
（
第
八
十
条
―
第
八
十
五
条
） 

第
四
節 

契
約
の
締
結
（
第
八
十
六
条
―
第
九
十
条
） 

第
五
節 

契
約
の
履
行
（
第
九
十
一
条
―
第
九
十
六
条
） 

第
七
章 

現
金
及
び
有
価
証
券 

第
一
節 

現
金
（
第
九
十
七
条
―
第
百
三
条
） 

第
二
節 

歳
計
現
金
（
第
百
四
条
―
第
百
七
条
） 

第
三
節 

歳
入
歳
出
外
現
金
等
（
第
百
八
条
・
第
百
九
条
） 

第
八
章 

指
定
金
融
機
関
等
（
第
百
十
条
―
第
百
十
四
条
） 

第
九
章 

物
品 

第
一
節 

総
則
（
第
百
十
五
条
―
第
百
二
十
条
） 

第
二
節 

物
品
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
（
第
百
二
十
一
条
―
第
百
二
十
五
条
） 

第
三
節 

雑
則
（
第
百
二
十
六
条
） 



第
十
章 

債
権 

第
一
節 

総
則
（
第
百
二
十
七
条
―
第
百
三
十
一
条
） 

第
二
節 

保
全
及
び
取
立
て
（
第
百
三
十
二
条
―
第
百
三
十
九
条
） 

第
三
節 

徴
収
停
止
、
履
行
期
限
の
延
長
及
び
免
除
（
第
百
四
十
条
―
第
百
四
十
五
条
） 

第
十
一
章 
証
拠
書
類
等
（
第
百
四
十
六
条
―
第
百
五
十
一
条
） 

第
十
二
章 

雑
則
（
第
百
五
十
二
条
・
第
百
五
十
三
条
） 

附
則 

第
一
章 

総
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
法
令
又
は
条
例
そ
の
他
別
に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
広
域
連
合
の
財
務
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

法 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
を
い
う
。 

二 

政
令 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
を
い
う
。 

三 

施
行
規
則 

地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
）
を
い
う
。 

四 

予
算
執
行
者 

広
域
連
合
長
又
は
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
長
の
職
務
を
代
理
す
る
職
員
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
九
年
青
森

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
則
第
三
号
）
若
し
く
は
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
専
決
代
決
規
程
（
平
成
十
九
年
青
森
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
程
第
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
予
算
執
行
に
関
す
る
事
務
を
専
決
す
る
者
を
い
う
。 

五 

指
定
金
融
機
関
等 

指
定
金
融
機
関
又
は
収
納
代
理
金
融
機
関
を
い
う
。 

第
二
章 

出
納
機
関 

第
一
節 

設
置
及
び
任
命 



（
会
計
管
理
者
の
職
務
） 

第
三
条 

会
計
管
理
者
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
欠
け
た
と
き
は
、
総
務
課
長
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

２ 
会
計
管
理
者
及
び
総
務
課
長
共
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
欠
け
た
と
き
は
、
出
納
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

（
出
納
員
の
設
置
） 

第
四
条 

会
計
管
理
者
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
出
納
員
を
置
く
。 

第
二
節 
引
継
ぎ 

（
事
務
引
継
） 

第
五
条 

会
計
管
理
者
及
び
出
納
員
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
任
者
は
異
動
の
発
令
の
日
を
も
っ
て
引
き
継
ぐ
べ
き
帳
簿
等
を
整
理

の
上
、
事
務
引
継
書
（
第
一
号
様
式
）
を
二
通
作
成
し
、
現
物
と
照
合
の
上
、
七
日
以
内
に
後
任
者
に
事
務
を
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
事
故
等
の
場
合
の
引
継
ぎ
） 

第
六
条 

会
計
管
理
者
及
び
出
納
員
が
死
亡
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
事
務
引
継
ぎ
が
で
き
な
い
と
き
は
、
広
域
連
合
長
は
、
他

の
職
員
に
命
じ
て
引
継
ぎ
の
手
続
を
さ
せ
、
又
は
自
ら
引
継
ぎ
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
章 

予
算 

第
一
節 

予
算
の
編
成 

（
予
算
要
求
書
等
の
作
成
及
び
提
出
） 

第
七
条 

各
課
長
は
、
そ
の
課
に
係
る
予
算
に
つ
い
て
、
歳
入
予
算
要
求
額
明
細
書
（
第
二
号
様
式
）
及
び
歳
出
予
算
要
求
額
明
細
書
（
第
三
号
様

式
）
そ
の
他
予
算
の
見
積
り
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
（
以
下
「
予
算
要
求
書
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
総
務
課
長

を
経
て
事
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
補
正
予
算
要
求
書
等
の
作
成
及
び
提
出
） 

第
八
条 

前
条
の
規
定
は
、
補
正
予
算
の
要
求
書
等
の
作
成
及
び
提
出
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

（
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
目
節
の
区
分
） 

第
九
条 

歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
並
び
に
目
及
び
歳
入
予
算
に
係
る
節
の
区
分
は
、
毎
年
度
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 



２ 

歳
出
予
算
に
係
る
節
の
区
分
は
、
施
行
規
則
別
記
に
規
定
す
る
歳
出
予
算
に
係
る
節
の
区
分
に
よ
る
。 

第
二
節 

予
算
の
執
行 

（
予
算
の
執
行
） 

第
十
条 
予
算
を
執
行
す
る
場
合
に
は
、
予
算
執
行
の
理
由
、
執
行
す
べ
き
金
額
及
び
予
算
並
び
に
歳
出
予
算
の
経
理
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
書
面

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
予
算
執
行
の
停
止
） 

第
十
一
条 

広
域
連
合
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
歳
出
予
算
の
全
部
又
は
一
部
の
執
行
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。 

一 

当
該
歳
出
予
算
に
充
て
る
特
定
財
源
に
つ
い
て
、
そ
の
収
入
の
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
又
は
著
し
く
減
収
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
と
き
。 

二 

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
と
き
。 

（
予
算
の
流
用
） 

第
十
二
条 

予
算
の
流
用
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
予
算
流
用
票
（
第
四
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
予
備
費
の
充
用
） 

第
十
三
条 

予
備
費
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
予
備
費
充
用
票
（
第
五
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
章 

収
入 

第
一
節 

調
定
等 

（
調
定
） 

第
十
四
条 

予
算
執
行
者
は
、
歳
入
科
目
及
び
納
人
ご
と
に
調
定
票
（
第
六
号
様
式
）
に
よ
り
調
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
歳
入
科
目
が

同
一
で
あ
っ
て
、
同
時
に
二
人
以
上
か
ら
徴
収
す
る
と
き
は
、
一
括
し
て
調
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
調
定
票
に

内
訳
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
調
定
期
限
） 

第
十
五
条 

調
定
は
、
納
期
の
定
め
が
あ
る
収
入
に
あ
っ
て
は
当
該
納
期
の
十
五
日
前
ま
で
に
、
随
時
の
収
入
に
あ
っ
て
は
そ
の
原
因
の
発
生
の
都



度
直
ち
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
与
又
は
賃
金
か
ら
控
除
す
る
収
入
に
係
る
調
定
は
、
当
該
給
与
又
は
賃
金
の
支
給
額
を
決
定
す
る
と
き
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
分
納
金
の
調
定
） 

第
十
六
条 
予
算
執
行
者
は
収
入
金
を
分
割
し
て
納
付
さ
せ
る
場
合
は
、
当
該
分
割
し
た
納
期
の
到
来
す
る
ご
と
に
、
当
該
納
期
に
係
る
金
額
に
つ

い
て
調
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
既
に
調
定
し
た
収
入
金
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
納
付
さ
せ
る
場
合
は
、
当
該
調
定
済
の
金
額
（
収
入

済
額
を
除
く
。
）
を
全
額
減
額
調
定
の
上
、
そ
の
手
続
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
戻
入
金
の
調
定
） 

第
十
七
条 

予
算
執
行
者
は
、
戻
入
金
で
出
納
閉
鎖
期
日
ま
で
に
返
納
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
現
年
度
の
歳
入
と
し
て
調
定
す
る

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
既
に
発
行
し
て
あ
る
返
納
通
知
書
は
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
入
通
知
書
と
み
な
す
。 

（
調
定
額
の
変
更
等
） 

第
十
八
条 

予
算
執
行
者
は
、
調
定
し
た
後
に
お
い
て
、
当
該
調
定
額
を
増
額
又
は
減
額
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
追
加
又
は
減
額
の
調
定

を
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
調
定
額
の
追
加
又
は
減
額
を
し
た
と
き
は
、
書
面
に
よ
り
納
人
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
納
入
の
通
知
） 

第
十
九
条 

政
令
第
百
五
十
四
条
第
三
項
の
納
入
通
知
書
は
、
第
七
号
様
式
に
よ
る
。 

２ 

予
算
執
行
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
口
頭
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
納
入
の
通
知
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

一 

行
政
文
書
の
開
示
請
求
に
係
る
当
該
行
政
文
書
の
写
し
等
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用 

二 

保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
係
る
当
該
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
の
写
し
等
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用 

三 

前
各
号
の
ほ
か
広
域
連
合
長
が
特
に
指
定
し
た
も
の 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
方
法
で
納
入
通
知
を
す
る
と
き
は
、
所
属
年
度
、
歳
入
科
目
、
納
入
す
べ
き
金
額
、
納
期
限
、
納
入
場
所
及
び
納
入
の
請
求



の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
納
入
期
限
） 

第
二
十
条 

予
算
執
行
者
は
、
納
期
の
定
め
が
な
い
収
入
に
つ
い
て
、
納
入
の
通
知
を
す
る
場
合
は
、
調
定
の
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
お
い
て
、
適

宜
、
納
入
期
限
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
納
入
通
知
書
の
再
発
行
） 

第
二
十
一
条 

予
算
執
行
者
は
、
納
人
か
ら
納
入
通
知
書
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
著
し
く
汚
損
し
た
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
納
入
通
知
書

が
相
当
期
間
内
に
納
人
に
到
着
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
再
発
行
の
手
続
を
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
再

発
行
す
る
納
入
通
知
書
の
余
白
に
「
年
月
日
再
発
行
」
と
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
納
入
通
知
書
の
首
標
金
額
の
訂
正
禁
止
） 

第
二
十
二
条 

納
入
通
知
書
の
首
標
金
額
は
、
訂
正
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
収
入
の
通
知
） 

第
二
十
三
条 

予
算
執
行
者
は
、
調
定
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
調
定
票
に
よ
り
会
計
管
理
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
節 

収
入
更
正
等 

（
収
入
更
正
の
処
理
） 

第
二
十
四
条 

予
算
執
行
者
は
、
収
入
に
つ
き
、
そ
の
歳
入
科
目
、
会
計
年
度
等
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
き
は
、
収
入
更
正
票
（
第
八
号
様
式
）
に
よ

り
更
正
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

予
算
執
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
更
正
を
し
た
と
き
は
、
収
入
更
正
票
に
よ
り
会
計
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
指
定
金
融
機
関
に
通
知
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
歳
入
戻
出
） 

第
二
十
五
条 

予
算
執
行
者
は
、
歳
入
金
に
つ
い
て
過
納
又
は
誤
納
が
あ
っ
た
と
き
は
、
歳
入
戻
出
票
（
第
九
号
様
式
）
に
よ
り
還
付
の
手
続
を
と

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



第
三
節 

延
滞
金
及
び
不
納
欠
損
処
分 

（
延
滞
金
） 

第
二
十
六
条 

予
算
執
行
者
は
、
延
滞
金
の
収
納
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
金
額
を
調
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

収
入
金
を
、
そ
の
納
期
限
を
経
過
し
て
納
付
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
係
る
延
滞
金
の
全
部
又
は
一
部
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
金

額
を
調
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
不
納
欠
損
処
分
） 

第
二
十
七
条 

予
算
執
行
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
不
納
欠
損
処
分
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
権
利
の
放
棄
に
つ
い
て
議
会
の
議
決
が
あ
っ
た
収
入
金
に
係
る
債
権 

二 

政
令
第
百
七
十
一
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
免
除
し
た
収
入
金
に
係
る
債
権 

三 

消
滅
時
効
が
完
成
し
た
収
入
金
に
係
る
債
権 

四 

債
務
者
で
あ
る
法
人
の
清
算
が
結
了
し
た
場
合
の
当
該
債
務
者
に
係
る
債
権
（
当
該
法
人
の
債
務
に
つ
き
弁
済
の
責
め
に
任
ず
べ
き
他
の

者
に
対
す
る
債
権
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
債
権
が
、
法
人
の
清
算
が
結
了
し
た
者
に
係
る
債
権
で
な
く
、
か
つ
、
第
一
号
か
ら
前
号

ま
で
及
び
次
号
に
該
当
し
な
い
債
権
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
） 

五 

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
百
五
十
三
条
第
一
項
、
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
百
四

条
第
一
項
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
債
務
者
が
そ
の
責
任
を
免
れ
た
債
権 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
収
入
金
の
不
納
欠
損
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
不
納
欠
損
票
（
第
十
号
様
式
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

予
算
執
行
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
不
納
欠
損
処
分
を
し
た
と
き
は
、
不
納
欠
損
票
に
よ
り
会
計
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
章 

支
出 

第
一
節 

総
則 

（
支
出
負
担
行
為
の
整
理
区
分
） 

第
二
十
八
条 

支
出
負
担
行
為
と
し
て
整
理
す
る
時
期
、
支
出
負
担
行
為
の
範
囲
、
支
出
負
担
行
為
に
必
要
な
書
類
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
区
分

に
よ
る
。 



（
支
出
負
担
行
為
） 

第
二
十
九
条 

予
算
執
行
者
は
、
支
出
負
担
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
支
出
負
担
行
為
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
え
て
、
支
出
負

担
行
為
票
（
第
十
一
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
支
出
負
担
行
為
票
は
、
支
出
負
担
行
為
と
し
て
整
理
す
る
時
期
が
支
出
決
定
の
と
き
と
な
っ
て
い
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
支
出
負
担
行

為
兼
支
出
命
令
票
（
第
十
二
号
様
式
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
支
出
負
担
行
為
の
変
更
等
） 

第
三
十
条 

予
算
執
行
者
は
、
支
出
負
担
行
為
を
変
更
し
、
又
は
取
り
消
す
場
合
は
、
前
二
条
の
規
定
に
準
じ
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
支
払
） 

第
三
十
一
条 

支
払
は
、
債
権
者
の
請
求
書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

職
員
の
給
与
及
び
職
員
手
当
等 

二 

賃
金 

三 

負
担
金
及
び
交
付
金 

四 

歳
入
還
付
金
及
び
歳
入
戻
出
金 

五 

報
償
金
、
賞
賜
金
、
謝
礼
金
、
見
舞
金
及
び
香
典
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の 

六 

そ
の
他
債
権
の
性
質
上
、
請
求
書
を
徴
し
難
い
も
の
及
び
請
求
書
を
徴
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

（
旅
費
の
請
求
） 

第
三
十
二
条 

旅
費
の
請
求
は
、
旅
費
請
求
（
精
算
）
書
（
第
十
三
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
赴
任
旅
費
の
請
求
） 

第
三
十
三
条 

赴
任
旅
費
を
請
求
す
る
場
合
は
、
赴
任
旅
費
請
求
（
精
算
）
書
（
第
十
四
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
請
求
及
び
領
収
の
委
任
） 

第
三
十
四
条 

債
権
者
は
、
代
理
人
に
よ
り
請
求
し
、
領
収
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
任
状
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
債
権
の
譲
渡
又
は
承
継
） 



第
三
十
五
条 

債
権
を
譲
り
受
け
、
又
は
承
継
し
た
者
は
、
そ
の
債
権
に
つ
い
て
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
請
求
書
に
譲
受
け
又
は
承
継
関
係

を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
節 

支
出
命
令 

（
支
出
命
令
） 

第
三
十
六
条 
予
算
執
行
者
は
、
支
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
請
求
書
等
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
し
、
適
当
と
認
め
た
と
き

は
、
会
計
管
理
者
に
対
し
、
支
出
命
令
票
（
第
十
五
号
様
式
）
に
よ
り
支
出
命
令
を
発
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

法
令
、
条
例
、
契
約
等
に
違
反
し
て
い
な
い
か
。 

二 

予
算
目
的
に
違
反
し
て
い
な
い
か
。 

三 

債
務
が
確
定
し
て
い
る
か
。 

四 

所
属
年
度
、
会
計
の
区
分
、
予
算
科
目
、
金
額
又
は
債
権
者
に
誤
り
が
な
い
か
。 

五 

関
係
書
類
が
完
備
し
て
い
る
か
。 

六 

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項 

（
振
替
命
令
） 

第
三
十
七
条 

予
算
執
行
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
会
計
管
理
者
に
対
し
、
振
替
伝
票
（
第
十
六
号
様
式
）
に
よ
り
振
替
命
令
を
発
す
る
も
の

と
す
る
。 

一 

歳
入
歳
出
相
互
間
の
振
替
を
す
る
と
き
。 

二 

会
計
相
互
間
の
資
金
を
繰
入
れ
又
は
繰
出
し
す
る
と
き
。 

三 

繰
上
充
用
金
を
充
用
す
る
と
き
。 

四 

歳
入
歳
出
外
現
金
を
歳
入
に
繰
入
れ
す
る
と
き
。 

五 

繰
越
金
を
歳
入
に
繰
入
れ
す
る
と
き
。 

六 

歳
出
か
ら
基
金
に
振
替
す
る
と
き
。 

七 

基
金
か
ら
歳
入
に
繰
入
れ
す
る
と
き
。 



八 

歳
計
剰
余
金
を
基
金
に
編
入
す
る
と
き
。 

（
支
出
命
令
票
の
送
付
） 

第
三
十
八
条 

予
算
執
行
者
は
、
支
出
又
は
振
替
等
を
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
日
前
ま
で
に
支
出
命
令
票
を
会
計
管
理
者
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
支
出
命
令
の
確
認
） 

第
三
十
九
条 

法
第
二
百
三
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
第
三
十
六
条
各
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
き
、
契
約
書
、
登
記
済
証
、

決
議
書
、
人
事
に
関
す
る
発
令
通
知
書
、
旅
行
命
令
簿
、
出
勤
簿
、
請
求
書
、
検
査
調
書
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
資
料
に
基
づ
き
こ
れ
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
節 

支
出
の
特
例 

（
資
金
の
前
渡
の
で
き
る
範
囲
） 

第
四
十
条 

政
令
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
十
七
号
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
前
渡
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

賃
金 

二 

交
際
費
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
経
費 

三 

協
議
会
等
の
負
担
金
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
経
費 

四 

次
に
掲
げ
る
物
品
の
購
入
に
要
す
る
経
費 

イ 

収
入
印
紙
、
郵
便
切
手
等 

ロ 

そ
の
他
現
金
で
即
時
支
払
し
な
け
れ
ば
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
物
品 

五 

駐
車
料
金
、
有
料
道
路
通
行
料
金
及
び
タ
ク
シ
ー
借
上
料
金 

（
前
渡
資
金
取
扱
者
の
承
認
） 

第
四
十
一
条 

資
金
の
前
渡
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
資
金
前
渡
の
取
扱
者
（
以
下
「
前
渡
資
金
取
扱
者
」
と
い
う
。
）
の
職
、
氏
名
、
そ
の
額
及

び
理
由
を
付
し
て
事
務
局
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。   

（
資
金
の
前
渡
） 



第
四
十
二
条 

定
期
に
前
渡
を
必
要
と
す
る
資
金
は
、
一
月
の
所
要
額
を
限
度
と
し
て
前
渡
す
る
。 

（
前
渡
資
金
の
精
算
） 

第
四
十
三
条 

前
渡
資
金
取
扱
者
は
、
支
払
完
了
後
速
や
か
に
精
算
票
（
第
十
七
号
様
式
）
に
よ
り
精
算
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
概
算
払
の
で
き
る
範
囲
） 

第
四
十
四
条 
政
令
第
百
六
十
二
条
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
く
概
算
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

委
託
料 

二 

そ
の
他
広
域
連
合
長
が
認
め
る
も
の 

（
概
算
払
の
精
算
） 

第
四
十
五
条 

概
算
払
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
務
の
完
了
後
直
ち
に
精
算
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
概
算
払
の
精
算
の
確
認
） 

第
四
十
六
条 

会
計
管
理
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
精
算
手
続
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
節 

支
払 

（
小
切
手
払
） 

第
四
十
七
条 

会
計
管
理
者
は
、
債
権
者
に
支
払
を
す
る
た
め
小
切
手
を
振
り
出
す
と
き
は
、
当
該
債
権
者
か
ら
領
収
証
書
を
徴
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
小
切
手
振
出
済
通
知
書
の
送
付
） 

第
四
十
八
条 

会
計
管
理
者
は
、
小
切
手
を
振
り
出
し
た
と
き
は
、
指
定
金
融
機
関
に
対
し
て
小
切
手
振
出
済
通
知
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
公
金
振
替
書
の
送
付
） 

第
四
十
九
条 

会
計
管
理
者
は
、
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
振
替
命
令
が
あ
っ
た
と
き
は
、
公
金
振
替
書
（
第
十
八
号
様
式
）
を
作
成
し
、
指
定

金
融
機
関
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
隔
地
払
） 



第
五
十
条 

会
計
管
理
者
は
、
隔
地
の
債
権
者
に
支
払
を
す
る
と
き
は
、
支
払
指
示
書
（
第
十
八
号
様
式
）
を
作
成
し
、
指
定
金
融
機
関
に
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
金
融
機
関
に
支
払
指
示
書
を
送
付
し
た
と
き
は
、
債
権
者
に
支
払
通
知
書
（
第
十
九
号
様
式
）
に

よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
口
座
振
替
払
） 

第
五
十
一
条 

政
令
第
百
六
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
広
域
連
合
長
が
定
め
る
金
融
機
関
は
、
指
定
金
融
機
関
と
為
替
取
引
契
約
又
は
口
座
振
替

契
約
を
締
結
し
て
い
る
金
融
機
関
と
す
る
。 

２ 

会
計
管
理
者
は
、
口
座
振
替
払
を
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
指
定
金
融
機
関
に
通
知
し
、
支
払
指
示
書
を
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

口
座
振
替
依
頼
書
（
第
二
十
号
様
式
）
を
送
付
す
る
方
法 

二 

デ
ー
タ
伝
送
処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
振
込
デ
ー
タ
を
送
信
す
る
方
法 

３ 

口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
支
払
を
希
望
す
る
債
権
者
は
、
出
納
機
関
に
債
権
者
登
録
申
請
書
（
第
二
十
一
号
様
式
）
を
提
出
し
、
登
録
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
現
金
払
） 

第
五
十
二
条 

会
計
管
理
者
は
、
債
権
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
指
定
金
融
機
関
を
し
て
当
該
債
権
者
に
現
金
で
支
払
を
さ
せ
る
と
き
は
、
支
払
指
示

書
を
作
成
し
、
指
定
金
融
機
関
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
指
示
書
を
指
定
金
融
機
関
に
送
付
し
た
と
き
は
、
支
払
通
知
書
を
債
権
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
隔
地
払
等
の
領
収
証
書
の
特
例
） 

第
五
十
三
条 

隔
地
払
で
指
定
金
融
機
関
を
支
払
場
所
と
し
な
い
も
の
及
び
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
支
払
に
つ
い
て
は
、
支
払
済
通
知
書
（
第
十

八
号
様
式
）
を
も
っ
て
領
収
証
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
小
切
手
の
振
出
し
等
の
方
法
） 



第
五
十
四
条 

会
計
管
理
者
は
、
小
切
手
を
振
り
出
す
と
き
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

小
切
手
帳
は
、
会
計
別
に
別
冊
に
し
て
使
用
す
る
こ
と
。 

二 
書
き
損
じ
た
小
切
手
は
、
当
該
小
切
手
表
面
に
斜
線
を
朱
書
し
た
上
「
廃
棄
」
と
記
載
し
、
そ
の
ま
ま
小
切
手
帳
に
残
し
て
お
く
こ
と
。 

２ 

小
切
手
帳
は
、
職
印
を
納
め
た
容
器
と
は
別
の
容
器
に
納
め
、
厳
重
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
小
切
手
及
び
支
払
通
知
書
の
再
発
行
） 

第
五
十
五
条 

債
権
者
は
、
小
切
手
又
は
支
払
通
知
書
の
汚
損
等
に
よ
り
、
支
払
を
受
け
ら
れ
な
い
と
き
は
、
会
計
管
理
者
に
対
し
、
小
切
手
（
支

払
通
知
書
）
再
発
行
願
（
第
二
十
二
号
様
式
）
に
当
該
小
切
手
又
は
支
払
通
知
書
を
添
え
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

債
権
者
は
、
支
払
通
知
書
を
亡
失
し
た
と
き
は
、
小
切
手
（
支
払
通
知
書
）
再
発
行
願
に
指
定
金
融
機
関
の
未
払
証
明
を
受
け
て
会
計
管
理
者

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

会
計
管
理
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
小
切
手
又
は
支
払
通
知
書
を
作
成
し
、
表
面
余
白
に
「
再
発
行
」
の
印

を
押
し
て
、
こ
れ
を
債
権
者
に
交
付
し
、
そ
の
旨
を
指
定
金
融
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

会
計
管
理
者
は
、
支
払
通
知
書
を
発
し
た
も
の
で
債
権
者
に
未
着
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
指
定
金
融
機
関
の
未
払
証
明
を
受
け
て
再
発
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

会
計
管
理
者
は
、
債
権
者
に
お
い
て
小
切
手
を
喪
失
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
指
定
金
融
機
関
に
通
知
し
、
当
該

小
切
手
に
係
る
支
払
停
止
の
措
置
を
と
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
小
切
手
帳
の
交
付
） 

第
五
十
六
条 

会
計
管
理
者
は
、
指
定
金
融
機
関
か
ら
必
要
な
小
切
手
帳
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
小
切
手
等
の
訂
正
等
） 

第
五
十
七
条 

会
計
管
理
者
は
、
小
切
手
を
振
り
出
し
た
後
に
お
い
て
そ
の
記
載
事
項
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
又
は
公
金
振
替
書
若

し
く
は
支
払
指
示
書
を
指
定
金
融
機
関
に
送
付
し
た
後
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
記
載
事
項
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
若
し
く
は
債
権

者
か
ら
支
払
指
示
書
の
記
載
内
容
に
係
る
変
更
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
こ
れ
を
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
誤
り
の
訂
正
又
は
変
更
の
手

続
を
し
た
上
、
当
該
訂
正
し
、
又
は
変
更
し
た
内
容
を
小
切
手
訂
正
（
支
払
指
示
等
変
更
）
通
知
書
（
第
二
十
三
号
様
式
）
に
よ
り
指
定
金
融



機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
節 

支
出
更
正
、
返
納
等 

（
支
出
更
正
の
処
理
） 

第
五
十
八
条 

予
算
執
行
者
は
、
支
出
に
つ
き
、
そ
の
歳
出
科
目
、
会
計
年
度
等
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
き
は
、
支
出
更
正
票
（
第
二
十
四
号
様
式
）

に
よ
り
更
正
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

予
算
執
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
更
正
を
し
た
と
き
は
、
支
出
更
正
票
に
よ
り
会
計
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
会
計
管
理
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
返
納
の
通
知
等
） 

第
五
十
九
条 

予
算
執
行
者
は
、
歳
出
の
誤
払
い
若
し
く
は
過
渡
し
と
な
っ
た
金
額
（
資
金
の
前
渡
を
し
た
も
の
で
精
算
を
終
え
た
後
に
判
明
し
た

誤
払
い
又
は
過
渡
し
金
額
を
含
む
。
）
又
は
資
金
の
前
渡
若
し
く
は
概
算
払
を
し
た
場
合
の
精
算
残
金
を
返
納
さ
せ
る
と
き
は
、
返
納
票
（
第

十
七
号
様
式
）
を
作
成
し
、
納
期
の
定
め
が
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
納
期
限
、
納
期
の
定
め
が
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
十
五
日
以
内
の
納

期
限
を
指
定
の
上
、
返
納
を
要
す
る
者
に
対
し
て
返
納
通
知
書
（
第
二
十
五
号
様
式
）
を
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
節 

支
払
の
再
請
求
等 

（
支
払
の
再
請
求
等
） 

第
六
十
条 

政
令
第
百
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
の
請
求
又
は
政
令
第
百
六
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
小
切
手
の
償
還
の
請
求
は
、

支
払
再
請
求
書
（
小
切
手
償
還
請
求
書
）
（
第
二
十
六
号
様
式
）
に
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
支
払
通
知
書
又
は
小
切
手
を
添
え
て
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
請
求
書
は
、
同
項
の
支
払
通
知
書
又
は
小
切
手
に
係
る
支
出
命
令
を
発
し
た
予
算
執
行
者
を
経
て
会
計
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

第
六
章 

契
約 

第
一
節 

一
般
競
争
契
約 

（
一
般
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
） 



第
六
十
一
条 

一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
政
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
三
年
以
内
で
広
域
連
合
長
が
定
め
る
期
間
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
も
の
と
す
る
。
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配

人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

（
入
札
の
公
告
） 

第
六
十
二
条 

広
域
連
合
長
は
、
入
札
の
方
法
に
よ
り
一
般
競
争
に
付
そ
う
と
す
る
と
き
は
そ
の
入
札
期
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
十

日
前
に
掲
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
札
者
若
し
く
は
落
札
者
が
な
い
場
合
若
し
く
は
落
札
者
が
契
約
を

結
ば
な
い
場
合
に
お
い
て
、
再
度
公
告
し
て
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
を
五

日
ま
で
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
公
告
事
項
） 

第
六
十
三
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

競
争
入
札
に
付
す
る
事
項 

二 

競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項 

三 

注
文
書
、
仕
様
書
、
図
面
、
見
本
又
は
売
買
若
し
く
は
貸
与
す
る
物
件
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所 

四 

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時 

五 

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項 

六 

議
会
の
議
決
を
要
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き
に
そ
の
契
約
を
締
結
す
る
旨 

七 

工
事
又
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
請
負
に
つ
い
て
落
札
価
格
に
制
限
を
設
け
る
と
き
は
、
そ
の
旨 

八 

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期 

九 

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
無
効
と
す
る
旨 

十 

そ
の
他
必
要
事
項 

（
入
札
者
心
得
書
） 



第
六
十
四
条 

広
域
連
合
長
は
、
一
般
競
争
入
札
の
入
札
者
に
対
し
、
入
札
執
行
前
に
、
別
記
の
入
札
者
心
得
書
を
熟
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
入
札
保
証
金
） 

第
六
十
五
条 

広
域
連
合
長
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
を
し
て
、
そ
の
者
の
見
積
も
る
契
約
金
額
の
百
分
の
五
以
上
の
入
札
保
証
金
を
納

め
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除

す
る
こ
と
が
あ
る
。 

一 

一
般
競
争
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
保
険
会
社
と
の
間
に
広
域
連
合
を
被
保
険
者
と
す
る
入
札
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。 

二 

政
令
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
資
格
を
有
す
る
者
に
よ
る
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
が
契
約
を
締
結
し
な

い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

三 

過
去
二
年
の
間
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
そ
の
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
契
約
を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
か
つ
、

こ
れ
ら
を
す
べ
て
誠
実
に
履
行
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
が
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

２ 

前
項
の
保
証
金
の
納
付
は
、
国
債
又
は
地
方
債
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
を
担
保
と
し
て
提
供
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

政
府
の
保
証
の
あ
る
債
券 

二 

金
融
機
関
が
振
り
出
し
又
は
支
払
保
証
を
し
た
小
切
手 

三 

銀
行
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
農
林
中
央
金
庫
又
は
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
の
発
行
す
る
債
券
（
以
下
「
金
融

債
」
と
い
う
。
） 

（
担
保
の
価
値
） 

第
六
十
六
条 

前
条
第
二
項
の
担
保
の
価
値
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
担
保
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

国
債
及
び
地
方
債 

政
府
に
納
む
べ
き
保
証
金
そ
の
他
の
担
保
に
充
用
す
る
国
債
の
価
格
に
関
す
る
件
（
明
治
四
十
一
年
勅
令
第
二
百
八

十
七
号
）
の
規
定
及
び
そ
の
例
に
よ
る
金
額 

二 

政
府
の
保
証
の
あ
る
債
券
及
び
金
融
債 

額
面
金
額
又
は
登
録
金
額
（
発
行
価
額
が
額
面
金
額
又
は
登
録
金
額
と
異
な
る
と
き
は
、
発
行

価
額
）
の
八
割
に
相
当
す
る
金
額 



三 

金
融
機
関
が
振
り
出
し
又
は
支
払
保
証
を
し
た
小
切
手 

小
切
手
の
券
面
金
額 

（
小
切
手
の
現
金
化
等
） 

第
六
十
七
条 

会
計
管
理
者
は
、
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号
で
規
定
す
る
小
切
手
を
担
保
と
し
て
保
管
し
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
締
結
前
に
当

該
小
切
手
の
呈
示
期
間
が
経
過
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
取
立
て
を
し
、
当
該
取
立
て
に
係
る
現
金
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
入
札
保
証
金
の
還
付
充
当
） 

第
六
十
八
条 

第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
入
札
保
証
金
（
入
札
保
証
金
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
れ
た
担
保
を
含
む
。
以
下
次
項
及
び
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
、
開
札
が
終
っ
た
後
還
付
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
者
に
対
し
て
は
、
契
約
を
締
結
し
た
後
に
還
付
す
る
。 

２ 

落
札
者
は
、
入
札
保
証
金
を
第
九
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
保
証
金
の
一
部
又
は
全
部
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
落
札
者
は
、
入
札
保
証
金
等
充
当
依
頼
書
（
第
二
十
七
号
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
帰
属
し
た
入
札
保
証
金
の
処
理
） 

第
六
十
九
条 

法
第
二
百
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
広
域
連
合
に
帰
属
し
た
入
札
保
証
金
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を
歳
入
に
組
み
入
れ
る
も
の

と
す
る
。 

（
予
定
価
格
） 

第
七
十
条 

広
域
連
合
長
は
、
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
の
価
格
を
当
該
事
項
に
関
す
る
仕
様
書
、
設
計
書
等
に
よ
っ
て
予
定
し
、
そ
の
予
定

価
格
を
記
載
し
た
書
面
を
封
書
に
し
、
開
札
の
際
こ
れ
を
開
札
場
所
に
置
く
も
の
と
す
る
。 

２ 

予
定
価
格
は
、
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
の
価
格
の
総
額
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
定
期
間
継
続
し
て
す
る
製
造
、

修
理
、
加
工
、
売
買
、
供
給
、
使
用
等
の
契
約
の
場
合
に
お
い
て
は
、
単
価
に
つ
い
て
そ
の
予
定
価
格
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

予
定
価
格
は
、
契
約
の
目
的
と
な
る
物
件
又
は
役
務
に
つ
い
て
、
取
引
の
実
例
価
格
、
需
給
の
状
況
、
履
行
の
難
易
、
数
量
の
多
少
、
履
行
期

間
の
長
短
等
を
考
慮
し
て
適
正
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
入
札
） 

第
七
十
一
条 

入
札
者
は
、
入
札
書
（
第
二
十
八
号
様
式
）
を
一
件
ご
と
に
作
成
し
、
封
書
に
入
れ
、
所
定
の
時
刻
ま
で
に
入
札
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 



２ 

入
札
者
が
代
理
人
に
よ
り
入
札
す
る
場
合
は
、
入
札
前
に
委
任
状
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
入
札
の
拒
否
） 

第
七
十
二
条 

広
域
連
合
長
は
、
入
札
保
証
金
の
納
付
を
要
す
る
者
で
、
そ
の
納
付
を
し
な
い
者
又
は
入
札
締
切
時
刻
に
遅
れ
た
者
の
入
札
は
、
こ

れ
を
拒
否
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
開
札
） 

第
七
十
三
条 

広
域
連
合
長
は
、
開
札
し
た
と
き
は
、
開
封
し
た
入
札
書
の
金
額
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
順
次
読
み
上
げ
、
こ
れ
を
記
録
し
て
そ
の

順
位
及
び
落
札
者
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

広
域
連
合
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
場
に
お
い
て
口
頭
で
そ
の
旨
を
落
札
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

広
域
連
合
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
第
百
六
十
七
条
の
十
第
一
項
（
第
百
六
十
七
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
並
び
に
第
百
六
十
七
条
の
十
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
六
十
七
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
開
札
し
た
と
き
に
落
札
者
を
決
定
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
落
札
者
を
決
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

書
面
に
よ
り
、
落
札
者
を
決
定
し
た
こ
と
、
落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
落
札
金
額
を
入
札
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
無
効
の
入
札
） 

第
七
十
四
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。 

一 

入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札 

二 

同
一
の
入
札
に
つ
い
て
二
以
上
の
入
札
を
し
た
者
の
入
札 

三 

公
平
な
価
格
の
成
立
を
害
し
、
又
は
不
正
な
利
益
を
得
る
た
め
に
し
た
連
合
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
入

札 

四 

入
札
書
の
金
額
、
氏
名
、
印
影
若
し
く
は
重
要
な
文
字
の
誤
脱
若
し
く
は
識
別
し
難
い
入
札
又
は
金
額
を
訂
正
し
た
入
札 

五 

入
札
保
証
金
の
納
付
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
入
札
保
証
金
を
納
付
し
な
い
者
又
は
入
札
保
証
金
の
納
付
金
額
が
不
足
で
あ
る
者
が
し

た
入
札 

六 

そ
の
他
入
札
条
件
に
違
反
し
た
入
札 



（
入
札
中
止
等
） 

第
七
十
五
条 

広
域
連
合
長
は
、
不
正
の
入
札
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
天
災
地
変
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
生
じ

た
と
き
は
、
入
札
を
中
止
し
、
又
は
入
札
期
日
を
延
期
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
公

告
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
準
用
規
定
） 

第
七
十
六
条 

こ
の
節
の
規
定
は
、
せ
り
売
り
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

第
二
節 
指
名
競
争
契
約 

（
指
名
基
準
） 

第
七
十
七
条 

広
域
連
合
長
は
、
政
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
指
名
競
争
入
札
に
参

加
す
る
者
を
指
名
す
る
場
合
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
入
札
者
の
指
名
等
） 

第
七
十
八
条 

広
域
連
合
長
は
、
指
名
競
争
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
な
る
べ
く
五
人
以
上
の
入
札
者
を
指
名
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
指
名
す
る
者
に
対
し
、
第
六
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
指
名
は
、
公
平
を
旨
と
し
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
い
や
し
く
も
特
定
の
者
に
偏
重
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
準
用
規
定
） 

第
七
十
九
条 

第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
六
十
四
条
か
ら
第
七
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
名
競
争
入
札
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

第
三
節 

随
意
契
約 

（
随
意
契
約
の
で
き
る
場
合
の
限
度
額
） 

第
八
十
条 

政
令
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
予
定
価
格
（
貸
借
の
契
約
に
あ
っ
て
は
、
予
定
賃
貸
借
料
の
年

額
又
は
総
額
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

工
事
又
は
製
造
の
請
負 

百
三
十
万
円 

二 

財
産
の
買
入
れ 

八
十
万
円 



三 

物
件
の
借
入
れ 

四
十
万
円 

四 

財
産
の
売
払
い 

三
十
万
円 

五 
物
件
の
貸
付
け 

三
十
万
円 

六 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の 

五
十
万
円 

（
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
方
法
等
の
公
表
） 

第
八
十
一
条 

広
域
連
合
長
は
、
政
令
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
随
意
契
約
を
締
結
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
契
約
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
必
要
な
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

契
約
の
目
的
と
な
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
概
要 

二 

履
行
期
限
又
は
契
約
期
間 

三 

契
約
の
相
手
方
の
決
定
の
方
法 

四 

契
約
の
相
手
方
と
な
ろ
う
と
す
る
者
の
申
込
み
の
方
法 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
衆
の
閲
覧
は
、
閲
覧
所
を
設
け
、
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
随
意
契
約
の
締
結
の
状
況
の
公
表
） 

第
八
十
二
条 

広
域
連
合
長
は
、
政
令
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
随
意
契
約
を
締
結
し
た

と
き
は
、
当
該
契
約
ご
と
に
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

二 

契
約
の
目
的
と
な
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
概
要 

三 

履
行
期
限
又
は
契
約
期
間 

四 

契
約
金
額 

五 

契
約
の
相
手
方
の
決
定
の
理
由 

２ 

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 



３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
公
表
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
掲
示

し
、
又
は
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
見
積
書
） 

第
八
十
三
条 

広
域
連
合
長
は
、
随
意
契
約
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
契
約
書
案
そ
の
他
見
積
り
に
必
要
な
事
項
を
示
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る

場
合
を
除
き
、
二
人
以
上
か
ら
見
積
書
を
徴
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
件
の
予
定
価
格
が
五
万
円
を
超
え
な
い
契
約
を
す
る
場
合
又
は

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
見
積
書
の
徴
取
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

官
公
署
と
契
約
す
る
と
き
。 

二 

収
入
印
紙
、
郵
便
切
手
、
官
報
、
書
籍
及
び
新
聞
を
買
い
入
れ
る
と
き
。 

三 

水
道
、
電
気
又
は
電
話
の
利
用
の
契
約
を
す
る
と
き
。 

四 

資
金
前
渡
に
よ
り
契
約
を
す
る
と
き
。 

五 

研
修
、
講
習
等
の
会
場
を
借
り
上
げ
る
と
き
。 

六 

前
五
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
見
積
書
を
徴
し
難
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
徴
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

（
随
意
契
約
の
相
手
方
の
資
格
） 

第
八
十
四
条 

随
意
契
約
の
相
手
方
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
政
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
三
年
以
内
で
広
域
連
合
長
が
定
め
る
期
間
随
意
契
約
の
相
手
方
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人

と
し
て
使
用
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
準
用
規
定
） 

第
八
十
五
条 

第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
随
意
契
約
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

第
四
節 

契
約
の
締
結 

（
契
約
の
締
結
） 

第
八
十
六
条 

広
域
連
合
長
は
、
落
札
者
が
決
定
し
た
と
き
は
、
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
と
き
は
遅
滞
な

く
契
約
書
を
取
り
交
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
者
か
ら
の
申
し
出
に
よ
り
契
約
締
結
の
延
期
の
承
認
を
与
え
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で



な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
議
会
の
議
決
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
議
会
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

契
約
書
を
取
り
交
す
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
広
域
連
合
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
会
の
同
意
を
得
る
前
に
、
第
一
項
の
期
間
内
に
、
前
項
の
契

約
書
に
代
え
て
、
議
会
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き
に
契
約
の
相
手
方
（
以
下
「
契
約
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
意
思
表
示
に
よ
り
本
契
約
が
締

結
さ
れ
る
旨
の
仮
契
約
書
を
取
り
交
す
こ
と
が
で
き
る
。 

（
契
約
書
） 

第
八
十
七
条 

契
約
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

契
約
の
目
的 

二 

契
約
金
額 

三 

継
続
費
又
は
債
務
負
担
行
為
に
係
る
契
約
で
そ
の
履
行
が
数
年
度
に
わ
た
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
の
支
払
限
度
額 

四 

履
行
期
限 

五 

前
金
払
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
方
法
並
び
に
条
件 

六 

部
分
払
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
方
法
並
び
に
条
件 

七 

概
算
払
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
方
法
並
び
に
金
額
及
び
精
算
の
方
法 

八 

給
付
完
了
の
認
否
又
は
検
査
の
時
期 

九 

支
払
の
時
期 

十 

保
証
金
額 

十
一 

違
約
金
及
び
損
害
賠
償 

十
二 

遅
延
利
息 

十
三 

危
険
負
担 

十
四 

目
的
物
引
渡
し
の
方
法
及
び
時
期 



十
五 

か
し
担
保 

十
六 

契
約
紛
争
の
解
決
方
法 

十
七 

契
約
の
効
力
の
発
生
要
件 

十
八 
そ
の
他
必
要
事
項 

２ 

広
域
連
合
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
の
種
類
ご
と
に
、
標
準
と
な
る
べ
き
契
約
約
款
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
契
約
約
款
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
契
約
書
等
の
省
略
） 

第
八
十
八
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
書
の
作
成
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

物
件
を
売
払
い
す
る
場
合
に
お
い
て
買
受
人
が
直
ち
に
代
金
を
納
付
し
て
そ
の
物
件
を
引
き
と
る
と
き
。 

二 

せ
り
売
り
を
す
る
と
き
。 

三 

官
公
署
と
契
約
を
す
る
と
き
。 

四 

工
事
又
は
製
造
の
請
負
に
係
る
契
約
で
、
百
三
十
万
円
を
超
え
な
い
契
約
を
す
る
と
き
。 

五 

物
品
の
購
入
に
係
る
契
約
で
、
八
十
万
円
を
超
え
な
い
契
約
を
す
る
と
き
。 

六 

随
意
契
約
に
よ
る
前
二
号
に
掲
げ
る
契
約
以
外
の
契
約
で
、
三
十
万
円
を
超
え
な
い
契
約
を
す
る
と
き
。 

七 

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
契
約
書
を
作
成
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
書
の
作
成
を
省
略
し
た
と
き
は
、
請
書
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
を
徴
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
件
十
万

円
を
超
え
な
い
契
約
を
す
る
と
き
そ
の
他
特
に
請
書
等
を
徴
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
解
除
等
の
約
定
事
項
） 

第
八
十
九
条 

広
域
連
合
長
は
、
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
契

約
の
性
質
又
は
目
的
に
よ
り
約
定
す
る
必
要
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

イ 

契
約
者
の
責
め
に
帰
す
る
理
由
に
よ
り
契
約
の
履
行
期
限
ま
で
に
契
約
を
履
行
し
な
い
と
き
、
又
は
履
行
の
見
込
み
が
な
い
と
明
ら
か



に
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

ロ 

契
約
者
の
責
め
に
帰
す
る
理
由
に
よ
り
契
約
の
着
手
期
日
を
過
ぎ
て
も
着
手
し
な
い
と
き
。 

ハ 

検
査
又
は
監
督
の
実
施
に
当
た
り
契
約
者
又
は
そ
の
現
場
代
理
人
若
し
く
は
そ
の
他
の
使
用
人
が
そ
の
執
行
を
妨
げ
た
と
き
。 

ニ 
イ
、
ロ
及
び
ハ
の
ほ
か
、
契
約
者
が
契
約
事
項
に
違
反
し
、
そ
の
違
反
に
よ
っ
て
契
約
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。 

二 

契
約
を
解
除
し
た
場
合
は
、
契
約
保
証
金
（
契
約
保
証
金
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
れ
た
担
保
を
含
む
。
）
は
広
域
連
合
に
帰
属
し
、
及

び
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
契
約
代
金
を
支
払
い
、
又
は
違
約
金
若
し
く
は
損
害
賠
償
金
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

イ 

既
済
部
分
（
工
事
に
あ
っ
て
は
、
出
来
形
部
分
で
検
査
に
合
格
し
た
も
の
並
び
に
部
分
払
の
対
象
と
な
っ
た
工
事
材
料
及
び
工
場
製
品

を
い
う
。
）
又
は
既
納
部
分
に
対
し
て
、
当
該
部
分
に
相
応
す
る
契
約
代
金
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。 

ロ 

契
約
保
証
金
を
免
除
し
た
も
の
（
広
域
連
合
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
と

き
は
、
契
約
金
額
の
百
分
の
五
（
一
件
五
百
万
円
を
超
え
る
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
十
分
の
一
）
以
上
に
相
当
す
る
違
約
金
を

徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。 

ハ 

契
約
の
解
除
に
よ
り
広
域
連
合
に
契
約
保
証
金
（
契
約
保
証
金
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
れ
た
担
保
に
つ
い
て
は
、
当
該
担
保
の
価

値
）
又
は
違
約
金
若
し
く
は
履
行
保
証
保
険
の
保
険
金
の
額
を
超
え
た
額
の
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
超
え
た
金
額
を
損
害
賠
償
金

と
し
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。 

三 

契
約
の
履
行
期
限
ま
で
に
契
約
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
当
該
履
行
期
限
の
翌
日
か
ら
履
行
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
契
約
金
額
（
工

事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
引
渡
し
前
の
使
用
及
び
部
分
引
渡
し
に
係
る
も
の
、
そ
の
他
の
契
約
に
あ
っ
て
は
既
納
部
分
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
に
つ
き
年
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
て
得
た
金
額
を
遅
延
利
息
と
し
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

２ 

広
域
連
合
長
は
、
違
約
金
又
は
遅
延
利
息
に
つ
い
て
は
、
契
約
者
に
対
す
る
支
払
代
金
か
ら
違
約
金
又
は
遅
延
利
息
を
控
除
し
、
な
お
不
足
の

あ
る
と
き
は
、
別
に
徴
収
す
る
旨
及
び
違
約
金
額
又
は
遅
延
利
息
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
全
額
又
は
端
数
を
切
り
捨
て
る
旨
を
契
約
書
で
明
ら
か
に
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。 

３ 

広
域
連
合
長
は
、
契
約
者
に
対
す
る
支
払
代
金
か
ら
違
約
金
及
び
遅
延
利
息
を
控
除
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
違
約
金
等
調
書

（
第
二
十
九
号
様
式
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 



（
年
度
開
始
前
の
契
約
準
備
） 

第
九
十
条 

広
域
連
合
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
年
度
開
始
前
に
お
い
て
契
約
の
準
備
行
為
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

第
五
節 

契
約
の
履
行 

（
物
品
の
売
払
代
金
等
の
納
付
） 

第
九
十
一
条 
広
域
連
合
長
は
、
売
払
い
又
は
交
換
し
た
物
品
の
引
渡
し
の
と
き
ま
で
に
そ
の
売
払
代
金
又
は
交
換
差
金
を
納
付
さ
せ
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
第
六
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
を
担
保
と
し
て
提
供
さ
せ
、

当
該
物
品
の
引
渡
し
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
売
払
代
金
又
は
交
換
差
金
を
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
広
域
連
合
長

は
、
契
約
を
履
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
担
保
の
提
供
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
広
域
連
合
長
は
、
物
品
の
売
払
い
又
は
交
換
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
物
品
の
売
払
い
又
は
交
換
を
受
け

る
者
が
当
該
売
払
代
金
又
は
交
換
差
金
を
一
時
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
六
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
価

証
券
等
を
担
保
と
し
て
提
供
さ
せ
、
利
息
を
付
し
て
、
一
年
以
内
の
延
納
の
特
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
官
公
署
に
売
り
払
う
場

合
は
、
担
保
を
徴
せ
ず
、
又
は
利
息
を
付
さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

（
保
証
人
） 

第
九
十
二
条 

広
域
連
合
長
は
、
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
契
約
者
を
し
て
、
そ
の
者
と
同
等
以
上
の
資
格
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る

保
証
人
を
立
て
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

工
事
の
請
負
契
約 

二 

一
件
五
百
万
円
を
超
え
な
い
製
造
の
請
負
契
約 

三 

物
品
の
買
入
契
約 

四 

そ
の
他
広
域
連
合
長
に
お
い
て
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
契
約 

２ 

前
項
の
保
証
人
が
死
亡
し
、
又
は
そ
の
資
格
及
び
能
力
を
失
っ
た
と
き
は
、
契
約
者
を
し
て
速
や
か
に
こ
れ
に
代
わ
る
者
を
保
証
人
に
立
て
さ

せ
る
も
の
と
す
る
。 

（
契
約
保
証
金
） 



第
九
十
三
条 

広
域
連
合
長
は
、
契
約
者
を
し
て
、
契
約
金
額
の
百
分
の
五
（
一
件
五
百
万
円
を
超
え
る
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
十
分
の

一
）
以
上
の
契
約
保
証
金
を
納
め
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
保
証
金
の

全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

一 
契
約
者
が
保
険
会
社
と
の
間
に
広
域
連
合
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。 

二 

過
去
二
年
の
間
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
そ
の
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
契
約
を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
こ
れ
ら

を
す
べ
て
誠
実
に
履
行
し
、
か
つ
、
契
約
を
履
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

三 

契
約
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
保
険
会
社
、
銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
そ
の
他
広
域
連
合
長
が
指
定
す
る
金
融
機
関
と
工
事
履
行
保
証
契
約
を

締
結
し
た
と
き
。 

四 

第
九
十
一
条
第
二
項
及
び
政
令
第
百
六
十
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
納
の
特
約
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
五
条
第
二
項

に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
を
担
保
と
し
て
提
供
し
た
と
き
。 

五 

物
件
の
売
払
い
の
場
合
で
、
買
受
人
が
直
ち
に
代
金
を
納
付
し
て
そ
の
物
件
を
引
き
取
る
と
き
。 

六 

随
意
契
約
に
よ
る
場
合
で
、
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
書
の
作
成
を
省
略
で
き
る
契
約
で
あ
り
、
か
つ
、
契
約
不
履
行
の

お
そ
れ
が
な
い
と
き
。 

七 

不
動
産
の
買
入
れ
又
は
借
入
れ
、
物
件
の
移
転
補
償
そ
の
他
の
契
約
を
す
る
場
合
で
、
契
約
の
性
質
上
、
契
約
保
証
金
を
徴
す
る
こ
と
が

適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

２ 

前
項
の
契
約
保
証
金
の
納
付
は
、
国
債
又
は
地
方
債
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
を
担
保
と
し
て
提
供
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

第
六
十
五
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券 

二 

銀
行
若
し
く
は
広
域
連
合
長
が
確
実
と
認
め
た
金
融
機
関
の
保
証
又
は
保
証
事
業
会
社
の
保
証 

三 

そ
の
他
広
域
連
合
長
が
確
実
と
認
め
た
担
保 

３ 

前
項
第
二
号
の
担
保
の
価
値
は
、
そ
の
保
証
す
る
金
額
と
す
る
。 

４ 

第
六
十
六
条
及
び
第
六
十
七
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
契
約
保
証
金
の
納
付
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中



「
契
約
締
結
前
」
と
あ
る
の
は
、
「
契
約
履
行
前
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
契
約
保
証
金
の
還
付
等
） 

第
九
十
四
条 

契
約
保
証
金
（
契
約
保
証
金
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
れ
た
担
保
を
含
む
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
契
約
を
履
行
し
た

後
に
還
付
す
る
。 

２ 

契
約
者
は
、
物
件
の
売
払
い
又
は
交
換
の
場
合
に
お
い
て
、
全
部
の
代
金
（
遅
延
利
息
及
び
延
納
利
息
を
含
む
。
）
が
完
納
と
な
る
際
又
は
代

金
の
延
納
の
担
保
と
し
て
金
融
機
関
の
支
払
保
証
の
あ
る
小
切
手
又
は
約
束
手
形
を
提
供
の
際
に
は
、
契
約
保
証
金
（
政
令
第
百
五
十
六
条
の

証
券
を
含
む
。
）
を
代
金
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
十
八
条
第
二
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
準
用
規
定
） 

第
九
十
五
条 

第
六
十
九
条
の
規
定
は
、
広
域
連
合
に
帰
属
し
た
契
約
保
証
金
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

（
検
査
） 

第
九
十
六
条 

広
域
連
合
長
は
、
自
ら
、
工
事
若
し
く
は
製
造
そ
の
他
に
つ
い
て
の
請
負
契
約
又
は
物
件
の
買
入
れ
そ
の
他
の
契
約
の
履
行
に
係
る

検
査
を
行
い
、
又
は
職
員
を
し
て
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

広
域
連
合
長
及
び
広
域
連
合
長
か
ら
検
査
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
は
、
検
査
を
完
了
し
た
場
合
に
お
い
て
は
検
査
調
書
（
第
三
十
号
様
式
）
を
作

成
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
及
び
請
書
等
を
省
略
し
た
契
約
、
単
価
契
約
に
係
る
も
の
そ
の
他
広
域
連
合
長
が
別
に
定
め
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
検
査
調
書
の
作
成
を
省
略
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
広
域
連
合
長
及
び
広
域
連
合
長
か
ら
検
査
を
命
ぜ
ら
れ
た

職
員
は
、
そ
の
代
金
の
支
払
に
係
る
請
求
書
、
そ
の
契
約
に
係
る
第
十
条
の
書
面
等
に
契
約
を
履
行
し
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
、
そ

の
事
実
を
証
明
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
章 

現
金
及
び
有
価
証
券 

第
一
節 

現
金 

（
領
収
書
の
交
付
） 

第
九
十
七
条 

会
計
管
理
者
は
、
歳
入
歳
出
に
属
す
る
現
金
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
現
金
」
と
い
う
。
）
を
領
収
し
た
と
き
は
納
入
通
知
書
兼



領
収
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
領
収
印
） 

第
九
十
八
条 

前
条
の
納
入
通
知
書
兼
領
収
書
に
は
、
出
納
員
領
収
済
印
（
第
三
十
一
号
様
式
）
を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
現
金
の
払
込
み
） 

第
九
十
九
条 
会
計
管
理
者
は
、
現
金
を
領
収
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
現
金
出
納
表
） 

第
百
条 

会
計
管
理
者
又
は
前
渡
資
金
取
扱
者
は
、
そ
の
取
り
扱
う
現
金
の
出
納
に
つ
い
て
は
、
現
金
出
納
表
（
第
三
十
二
号
様
式
）
に
そ
の
旨
を

記
入
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
私
金
混
同
禁
止
） 

第
百
一
条 

会
計
管
理
者
又
は
前
渡
資
金
取
扱
者
は
、
そ
の
取
り
扱
う
公
金
を
私
金
と
混
合
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
現
金
の
保
管
等
） 

第
百
二
条 

会
計
管
理
者
は
、
現
金
及
び
証
券
を
保
管
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
堅
ろ
う
な
容
器
に
納
め
、
施
錠
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
前
渡
資
金
の
保
管
等
） 

第
百
三
条 

前
渡
資
金
取
扱
者
は
、
そ
の
前
渡
資
金
に
係
る
支
払
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
現
金
を
確
実
な
金
融
機
関
に
預
け
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
渡
資
金
取
扱
者
が
そ
の
前
渡
資
金
に
係
る
現
金
を
金
融
機
関
に
預
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
利
息
は
、
歳
入
に
組
み
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 第

二
節 

歳
計
現
金 

（
歳
計
現
金
の
繰
替
使
用
） 

第
百
四
条 

会
計
管
理
者
は
、
会
計
間
及
び
年
度
間
の
歳
計
現
金
に
不
足
を
生
じ
た
と
き
は
、
一
時
繰
替
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

繰
替
使
用
し
た
歳
計
現
金
は
、
そ
の
所
属
年
度
の
出
納
閉
鎖
期
日
ま
で
に
戻
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

会
計
管
理
者
は
、
会
計
別
に
一
時
繰
替
金
整
理
簿
（
第
三
十
三
号
様
式
）
を
備
え
、
出
納
の
状
況
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、



財
務
会
計
に
関
す
る
事
務
を
電
子
計
算
組
織
に
よ
っ
て
情
報
処
理
す
る
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
っ

た
と
き
は
、
前
段
の
処
理
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
現
金
の
預
金
） 

第
百
五
条 
会
計
管
理
者
は
、
指
定
金
融
機
関
以
外
の
金
融
機
関
に
預
金
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
預
金
先
、
預
金
の
種
類
、
預
金

の
期
間
、
預
金
額
等
を
明
ら
か
に
し
、
広
域
連
合
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
指
定
金
融
機
関
以
外
の
金
融
機
関
へ
の
預
金
等
） 

第
百
六
条 

指
定
金
融
機
関
以
外
の
金
融
機
関
に
預
金
し
、
又
は
当
該
金
融
機
関
か
ら
引
き
出
す
場
合
は
、
支
出
又
は
収
入
の
例
に
よ
る
も
の
と
す

る
。 

（
つ
り
銭
用
現
金
の
保
管
等
） 

第
百
七
条 

会
計
管
理
者
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
つ
り
銭
に
充
て
る
た
め
の
現
金
（
以
下
「
つ
り
銭
用
現
金
」
と
い
う
。
）
を
保
管
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

２ 

出
納
員
は
、
つ
り
銭
用
現
金
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
つ
り
銭
用
現
金
交
付
申
請
書
（
第
三
十
四
号
様
式
）
に
よ
り
会
計
管
理
者
に
請
求
す
る

も
の
と
す
る
。 

３ 

出
納
員
は
、
毎
会
計
年
度
末
又
は
つ
り
銭
現
金
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
つ
り
銭
用
現
金
を
直
ち
に
つ
り
銭
用
現
金
返
納
書

（
第
三
十
五
号
様
式
）
に
よ
り
会
計
管
理
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

会
計
管
理
者
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
つ
り
銭
用
現
金
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

出
納
員
は
、
つ
り
銭
用
現
金
の
保
管
状
況
を
現
金
出
納
表
に
よ
り
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
節 

歳
入
歳
出
外
現
金
等 

（
歳
入
歳
出
外
現
金
等
の
整
理
区
分
） 

第
百
八
条 

会
計
管
理
者
は
、
法
第
二
百
三
十
五
条
の
四
第
二
項
及
び
政
令
第
百
六
十
八
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
、
会
計
管
理
者
が
保
管
す
る
現
金

及
び
有
価
証
券
（
以
下
「
歳
入
歳
出
外
現
金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
歳
計
現
金
と
は
別
に
整
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



（
歳
入
歳
出
外
現
金
等
の
出
納
及
び
保
管
） 

第
百
九
条 

予
算
執
行
者
は
、
歳
入
歳
出
外
現
金
等
の
受
入
れ
を
す
る
と
き
は
、
基
金
・
歳
計
外
収
入
票
（
第
三
十
六
号
様
式
）
に
よ
り
、
歳
入
の

手
続
に
準
じ
て
、
会
計
管
理
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
納
入
通
知
書
に
よ
り
自
ら
又
は
歳
入
歳
出
外
現
金
を
提
出
す
べ
き
者
（
以
下
「
提
出

者
」
と
い
う
。
）
が
指
定
金
融
機
関
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
会
計
管
理
者
自
ら
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
予
算
執
行
者

は
、
基
金
・
歳
計
外
収
入
票
に
有
価
証
券
を
添
え
て
会
計
管
理
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

予
算
執
行
者
は
、
歳
入
歳
出
外
現
金
等
の
払
出
し
を
す
る
と
き
は
、
提
出
者
か
ら
請
求
書
を
徴
し
、
基
金
・
歳
計
外
支
出
命
令
票
（
第
三
十
七

号
様
式
）
に
よ
り
歳
出
の
手
続
に
準
じ
て
会
計
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

会
計
管
理
者
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
歳
入
歳
出
外
現
金
等
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
の
支
出
の
例
に
よ
り
、
処
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

５ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
管
理
者
が
自
ら
保
管
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
予
算
執
行
者
は
、
基
金
・
歳
計
外
支
出
命
令
票
に
請

求
書
を
添
え
て
通
知
す
る
と
と
も
に
、
会
計
管
理
者
か
ら
有
価
証
券
の
返
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

歳
入
歳
出
外
現
金
等
の
保
管
は
、
別
に
定
め
の
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
歳
計
現
金
の
保
管
の
例
に
よ
る
。 

第
八
章 

指
定
金
融
機
関
等 

（
指
定
金
融
機
関
等
） 

第
百
十
条 

指
定
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
は
、
告
示
で
定
め
る
。 

２ 

統
括
店
は
、
指
定
金
融
機
関
等
に
お
い
て
取
り
扱
っ
た
収
納
又
は
支
払
の
事
務
を
統
括
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
納
入
通
知
書
等
に
よ
る
収
納
） 

第
百
十
一
条 

指
定
金
融
機
関
等
は
、
納
人
か
ら
納
入
通
知
書
等
に
よ
り
納
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
納
入
通
知
書
兼
領
収
書
を
納
人
に
交
付
し
、
又

は
送
付
し
、
か
つ
、
領
収
済
通
知
書
を
統
括
店
を
経
由
の
上
会
計
管
理
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
帳
簿
等
の
備
付
け
） 

第
百
十
二
条 

統
括
店
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
帳
簿
等
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



一 

別
段
預
金
元
帳
（
第
三
十
八
号
様
式
） 

二 

指
定
預
金
元
帳
（
第
三
十
九
号
様
式
） 

２ 
収
納
代
理
金
融
機
関
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
帳
簿
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
帳
簿
は
、
受
払
の
状
況
を
明
ら
か
に
で
き
る
書
類
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。 

（
計
算
書
の
提
出
） 

第
百
十
三
条 

統
括
店
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
計
算
書
を
作
成
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
計
管
理
者
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

現
金
出
納
日
計
表
（
第
四
十
号
様
式
） 

毎
日
分
を
翌
営
業
日
ま
で
に
提
出
す
る
。 

二 

現
金
出
納
月
計
表
（
第
四
十
一
号
様
式
） 

毎
月
分
を
翌
月
五
日
（
休
日
の
と
き
は
翌
営
業
日
）
ま
で
に
提
出
す
る
。 

（
証
拠
書
類
の
保
存
） 

第
百
十
四
条 

指
定
金
融
機
関
等
は
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
収
入
証
拠
書
類
を
収
入
日
別
、
種
類
ご
と
に
区
分
し
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
金
融
機
関
は
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
支
払
証
拠
書
類
を
支
払
日
別
に
区
分
し
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
金
融
機
関
等
は
、
前
二
項
の
規
定
に
あ
る
書
類
を
会
計
年
度
別
に
整
理
し
、
当
該
年
度
の
翌
年
度
か
ら
五
年
間
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第
九
章 

物
品 

第
一
節 

総
則 

（
定
義
） 

第
百
十
五
条 

重
要
物
品
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
品
を
い
う
。 

一 

自
動
車
（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
） 

二 

前
号
に
掲
げ
る
物
品
以
外
の
物
品
で
取
得
価
格
（
取
得
価
格
が
な
い
場
合
は
、
取
得
時
の
評
価
額
）
が
百
万
円
以
上
の
も
の 

（
分
類
の
設
置
） 



第
百
十
六
条 

物
品
の
分
類
を
別
表
第
三
の
と
お
り
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

（
物
品
の
事
務
） 

第
百
十
七
条 

総
務
課
長
は
、
物
品
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
物
品
事
務
員
） 

第
百
十
八
条 
総
務
課
長
は
、
物
品
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
事
務
に
当
た
ら
せ
る
た
め
、
所
属
職
員
の
う
ち
か
ら
一
人
を
指
名
す
る
も

の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
職
員
を
物
品
事
務
員
と
い
う
。 

（
物
品
の
事
務
の
総
括
） 

第
百
十
九
条 

会
計
課
長
は
、
物
品
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
事
務
の
適
正
を
期
す
る
た
め
、
そ
の
事
務
を
統
一
し
、
必
要
な
調
整
を
図
る
も
の

と
す
る
。 

２ 

会
計
課
長
は
、
前
項
の
事
務
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
状
況
に
関
す
る
報
告
を
求
め
、
又
は
職
員
に
実
地
調
査
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

（
物
品
の
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
義
務
） 

第
百
二
十
条 

物
品
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
事
務
を
行
う
職
員
は
、
こ
の
規
則
そ
の
他
の
物
品
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
従
う
ほ
か
、
善
良
な

管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
そ
の
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
節 

物
品
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分 

（
寄
附
） 

第
百
二
十
一
条 

総
務
課
長
は
、
物
品
の
寄
附
の
申
込
み
に
よ
り
物
品
を
受
入
れ
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
物
品
寄
附
調
書(

第
四
十
二
号
様
式)

に

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
備
品
の
標
識
） 

第
百
二
十
二
条 

物
品
事
務
員
は
、
備
品
に
標
識
を
付
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
物
品
の
性
質
、
形
状
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て

標
識
を
付
す
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 



（
貸
付
け
） 

第
百
二
十
三
条 

総
務
課
長
は
、
物
品
を
貸
付
け
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
物
品
貸
付
調
書(

第
四
十
三
号
様
式)

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
分
類
換
え
） 

第
百
二
十
四
条 

総
務
課
長
は
、
物
品
の
分
類
換
え
（
物
品
を
そ
の
属
す
る
分
類
か
ら
他
の
分
類
に
移
し
換
え
る
こ
と
を
言
う
。
）
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
物
品
分
類
換
通
知
書
（
第
四
十
四
号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
処
分
） 

第
百
二
十
五
条 

総
務
課
長
は
、
物
品
を
処
分
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
物
品
廃
棄
届(

第
四
十
五
号
様
式)

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
節 

雑
則 

（
重
要
物
品
増
減
及
び
現
在
高
報
告
書
） 

第
百
二
十
六
条 

総
務
課
長
は
、
重
要
物
品
の
毎
会
計
年
度
間
に
お
け
る
増
減
及
び
毎
会
計
年
度
末
に
お
け
る
現
在
高
に
つ
い
て
、
重
要
物
品
増
減

及
び
現
在
高
報
告
書
（
第
四
十
六
号
様
式
）
を
作
成
し
、
翌
年
度
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
会
計
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
章 

債
権 

第
一
節 

総
則 

（
定
義
） 

第
百
二
十
七
条 

こ
の
章
に
お
い
て
「
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
」
と
は
、
広
域
連
合
の
債
権
に
つ
い
て
、
債
権
者
と
し
て
行
う
べ
き
保
全
、
取

立
て
、
徴
収
停
止
、
履
行
期
限
の
延
長
、
免
除
等
に
関
す
る
事
務
（
会
計
管
理
者
が
行
う
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

（
債
権
の
管
理
） 

第
百
二
十
八
条 

事
務
局
長
は
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
債
権
を
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
債
権
管
理
員
） 

第
百
二
十
九
条 

事
務
局
長
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
の
管
理
の
事
務
を
、
各
課
長
に
分
掌
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
債
権
の
管
理
の
事
務
を
分
掌
す
る
者
を
、
債
権
管
理
員
と
い
う
。 

（
管
理
事
務
の
引
継
ぎ
） 



第
百
三
十
条 

債
権
管
理
員
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
任
の
債
権
管
理
員
は
、
第
百
三
十
二
条
に
規
定
す
る
債
権
管
理
表
、
債
権
又

は
債
権
の
担
保
に
係
る
事
務
を
立
証
す
る
書
類
及
び
引
渡
し
の
日
付
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
引
継
書
を
異
動
の
発
令
の
日
の
前
日
を

も
っ
て
作
成
し
、
後
任
の
債
権
管
理
員
と
と
も
に
記
名
押
印
し
、
当
該
引
継
書
に
債
権
管
理
表
及
び
関
係
書
類
を
添
え
、
後
任
の
債
権
管
理
員

に
引
渡
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
任
の
債
権
管
理
員
が
引
継
ぎ
の
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
後
任

の
債
権
管
理
員
が
引
継
書
を
作
成
し
、
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
管
理
の
基
準
） 

第
百
三
十
一
条 

債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
は
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
債
権
の
発
生
原
因
及
び
内
容
に
応
じ
て
、
財
政
上
も
っ
と
も
広

域
連
合
の
利
益
に
適
合
す
る
よ
う
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
節 

保
全
及
び
取
立
て 

（
債
権
の
確
認
及
び
記
録
） 

第
百
三
十
二
条 

債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
べ
き
債
権
が
発
生
し
、
又
は
広
域
連
合
に
帰
属
し
た
と
き
は
、
債
務
者
の
住
所
及
び
氏
名
、
債
権

金
額
、
履
行
期
限
等
を
調
査
し
、
確
認
の
上
、
債
権
管
理
表
（
第
四
十
七
号
様
式
）
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
確
認
に
係
る

事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合
も
ま
た
同
様
と
す
る
。 

２ 

債
権
管
理
員
は
、
前
項
の
債
権
管
理
表
に
同
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
つ
き
、
必

要
な
事
項
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
強
制
執
行
等
の
手
続
） 

第
百
三
十
三
条 

政
令
第
百
七
十
一
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
債
権
管
理
員
が
担
保
の
付
さ
れ
て
い
る
債
権
に
つ
き
、
そ
の
担
保

を
処
分
し
、
若
し
く
は
競
売
そ
の
他
の
担
保
権
の
実
行
の
手
続
を
と
り
、
又
債
務
名
義
の
あ
る
債
権
に
つ
い
て
強
制
執
行
の
手
続
を
と
っ
た
場

合
は
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
会
計
管
理
者
へ
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
保
証
人
に
対
す
る
履
行
の
請
求
手
続
） 

第
百
三
十
四
条 

政
令
第
百
七
十
一
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
債
権
管
理
員
が
行
う
保
証
人
に
対
す
る
履
行
の
請
求
は
請
求
事
由
を
明
ら
か
に

し
た
文
書
に
納
入
通
知
書
を
添
え
て
保
証
人
に
送
付
し
て
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
納
入
通
知
書
の
記
載



事
項
中
、
納
期
限
に
つ
い
て
は
既
に
債
務
者
に
送
付
し
た
納
入
通
知
書
の
納
期
限
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
履
行
期
限
の
繰
上
手
続
） 

第
百
三
十
五
条 

政
令
第
百
七
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
債
権
管
理
員
が
行
う
履
行
期
限
の
繰
上
げ
は
、
履
行
期
限
を
繰
り
上
げ
る
旨
及
び
そ
の

理
由
を
明
ら
か
に
し
た
書
面
を
債
務
者
に
送
付
し
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

債
権
管
理
員
は
、
前
項
前
段
の
手
続
を
と
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
会
計
管
理
者
へ
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
債
権
の
申
出
等
） 

第
百
三
十
六
条 

債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
理
由
が
生
じ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
令
の
規
定

に
よ
り
広
域
連
合
が
債
権
者
と
し
て
配
当
の
要
求
そ
の
他
債
権
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
た
め
の
措
置
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
前
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

一 

債
務
者
が
強
制
執
行
を
受
け
た
こ
と
。 

二 

債
務
者
が
租
税
そ
の
他
の
公
課
に
つ
い
て
滞
納
処
分
を
受
け
た
こ
と
。 

三 

債
務
者
の
財
産
に
つ
い
て
競
売
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
。 

四 

債
務
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
こ
と
。 

五 

債
務
者
の
財
産
に
つ
い
て
企
業
担
保
権
の
実
行
手
続
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
。 

六 

債
務
者
で
あ
る
法
人
が
解
散
し
た
こ
と
。 

七 

債
務
者
に
つ
い
て
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
相
続
人
が
限
定
承
認
し
た
こ
と
。 

八 

第
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
債
務
者
の
総
財
産
に
つ
い
て
の
清
算
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
。 

（
そ
の
他
の
保
全
措
置
） 

第
百
三
十
七
条 

債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
を
保
全
す
る
た
め
、
法
令
又
は
契
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
債
務
者
に
対
し
、
担
保

の
提
供
等
に
関
す
る
請
求
書(

第
四
十
八
号
様
式)

に
よ
り
担
保
の
提
供
（
保
証
人
の
保
証
を
含
む
。
）
又
は
必
要
に
応
じ
増
担
保
の
提
供
若
し

く
は
保
証
人
の
変
更
そ
の
他
担
保
の
変
更
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
が
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
時
効
を
中
断
す
る
た
め
必
要
な
措



置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
を
保
全
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
広
域
連
合
が
債
権
者
と
し
て
債

務
者
に
属
す
る
権
利
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
債
務
者
に
代
位
し
て
当
該
権
利
を
行
う
た
め
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
担
保
の
種
類
及
び
価
値
） 

第
百
三
十
八
条 

債
権
管
理
員
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
担
保
の
提
供
を
求
め
る
場
合
に
お
い
て
、
契
約
に
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
担
保
の
提
供
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
担
保
の
提
供
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
担
保
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

国
債
、
地
方
債
及
び
第
六
十
五
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券 

二 

土
地
並
び
に
保
険
に
付
し
た
建
物
、
立
木
、
船
舶
、
航
空
機
、
自
動
車
及
び
建
設
機
械 

三 

確
実
と
認
め
る
金
融
機
関
そ
の
他
の
保
証
人
の
保
証 

２ 

前
項
各
号
に
規
定
す
る
担
保
の
価
値
は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
金
額
、
同
項
第
二
号
に
規

定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
時
価
の
七
割
以
内
に
お
い
て
広
域
連
合
長
が
決
定
す
る
価
額
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
保

証
す
る
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
担
保
の
提
供
） 

第
百
三
十
九
条 

債
権
管
理
員
は
、
登
録
国
債
（
乙
種
国
債
登
録
簿
に
登
録
の
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
社
債
等
登
録
法
（
昭
和
十
七
年
法
律
第

十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
登
録
し
た
社
債
、
地
方
債
そ
の
他
の
債
券
を
担
保
と
し
て
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
済
通

知
書
又
は
登
録
済
証
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

債
権
管
理
員
は
、
土
地
、
建
物
そ
の
他
の
抵
当
権
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
を
担
保
と
し
て
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
財
産
に
つ
い
て
の
抵
当
権
の
設
定
の
登
記
原
因
又
は
登
録
原
因
を
証
明
す
る
書
面
及
び
そ
の
登
記
又
は
登
録
に
つ
い
て
の
承
諾
書
を
提
出

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

債
権
管
理
員
は
、
前
項
の
書
面
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
ら
の
書
面
を
添
え
て
、
抵
当
権
の
設
定
の
登
記
又
は
登
録
を
登

記
所
又
は
登
録
機
関
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



４ 

債
権
管
理
員
は
、
金
融
機
関
そ
の
他
の
保
証
人
の
保
証
を
担
保
と
し
て
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
保
証
人
の
保
証
を
証
明

す
る
書
面
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 
債
権
管
理
員
は
、
前
項
の
保
証
人
の
保
証
を
証
明
す
る
書
面
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
証
人
と
の
間
に
保
証
契
約
を
締

結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

債
権
管
理
員
は
、
指
名
債
権
を
担
保
と
し
て
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
百
六

十
四
条
第
一
項
の
措
置
を
と
っ
た
後
、
そ
の
指
名
債
権
の
証
書
及
び
第
三
債
務
者
の
承
諾
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
の
担
保
と
し
て
の
提
供
の
手
続
及
び
こ
れ
ら
の
う
ち
担
保
権
の
設
定

に
つ
い
て
、
登
記
又
は
登
録
に
よ
っ
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
要
件
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
の
そ
の
登
記
又
は
登
録
の
嘱
託
に

つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。 

第
三
節 

徴
収
停
止
、
履
行
期
限
の
延
長
及
び
免
除 

（
徴
収
停
止
が
で
き
る
場
合
） 

第
百
四
十
条 

政
令
第
百
七
十
一
条
の
五
第
二
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
と
き
と
は
、
お
お
む
ね
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
を
い
う
。 

一 

債
務
者
の
所
在
が
不
明
で
あ
り
、
か
つ
、
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
の
価
額
が
強
制
執
行
の
費
用
を
超
え
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
お
い
て
、
他
の
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
債
権
（
以
下
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
優
先
債
権
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
超
え
る
と

認
め
ら
れ
る
額
の
全
部
の
弁
済
を
受
け
る
べ
き
と
き
。 

二 

債
務
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
相
続
人
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
く
、
か
つ
、
相
続
財
産
の
価
額
が
強
制
執
行
を
し
た
場
合
の

費
用
及
び
優
先
債
権
の
金
額
の
合
計
額
を
超
え
な
い
と
見
込
ま
れ
る
と
き
。 

三 

履
行
の
請
求
又
は
保
全
の
措
置
を
と
っ
た
後
、
債
務
者
が
本
邦
に
住
所
又
は
居
所
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
再
び
本

邦
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
見
込
み
が
な
く
、
か
つ
、
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
の
価
額
が
強
制
執
行
し
た
場
合
の

費
用
及
び
優
先
債
権
の
金
額
の
合
計
額
を
超
え
な
い
と
見
込
ま
れ
る
と
き
。 

（
徴
収
停
止
の
手
続
） 



第
百
四
十
一
条 

債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
に
つ
い
て
、
政
令
第
百
七
十
一
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
く
徴
収
停
止
の
措
置
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
は
、
徴
収
停
止
調
書
（
第
四
十
九
号
様
式
）
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
い
債
権
管
理
表
に
「
徴
収
停
止
」
と
明
示
す
る
と
と
も
に
そ
の
措

置
の
内
容
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
徴
収
停
止
の
取
消
し
の
手
続
） 

第
百
四
十
二
条 

債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
徴
収
停
止
の
措
置
を
と
っ
た
後
、
事
情
の
変
更
等
に

よ
り
、
そ
の
措
置
を
維
持
す
る
こ
と
が
不
適
当
と
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
徴
収
停
止
の
措
置
を
取
り
や
め
、
債
権
管

理
表
に
「
徴
収
停
止
取
消
」
と
明
示
す
る
と
と
も
に
そ
の
取
り
や
め
の
内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三

十
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
履
行
延
期
の
特
約
等
及
び
解
除
等
の
手
続
） 

第
百
四
十
三
条 

債
権
管
理
員
が
行
う
政
令
第
百
七
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
履
行
期
限
の
延
長
の
特
約
又
は
処
分
は
、
債
務
者
の
提
出
す
る
履

行
延
期
申
請
書
（
第
五
十
号
様
式
）
に
基
づ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用

す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
と
き
は
、
履
行
延
期
承
認
通
知
書
（
第
五
十
一
号
様
式
）
を
作
成
し
、
債
務
者
に
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
通
知
書
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
担
保
の
提
供
、
債
務
名
義
の
取
得

の
た
め
に
必
要
な
行
為
又
は
債
務
証
書
（
第
五
十
二
号
様
式
）
の
提
出
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
旨
を
付
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

債
権
管
理
員
は
、
履
行
延
期
の
特
約
等
を
解
除
し
、
又
は
取
り
消
す
と
き
は
、
履
行
延
期
承
認
取
消
通
知
書
（
第
五
十
三
号
様
式
）
を
作
成
し
、

債
務
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
各
決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
、
債
権
管
理
表
に
「
履
行
延
期
」
「
履
行
延
期
取
消
」
と
明
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
措
置

の
内
容
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
履
行
延
期
の
特
約
等
に
係
る
措
置
） 

第
百
四
十
四
条 

債
権
管
理
員
は
、
そ
の
所
掌
す
る
債
権
に
つ
き
、
履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
場
合
に
は
、
担
保
を
提
供
さ
せ
、
か
つ
、
別
に
定



め
る
利
息
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
政
令
第
百
七
十
一
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
担
保
の
提
供
を
免
除

し
、
又
は
利
息
を
付
さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
第
百
三
十
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
担
保
を
提
供
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

（
免
除
の
手
続
） 

第
百
四
十
五
条 

政
令
第
百
七
十
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
債
権
管
理
員
が
行
う
債
権
の
免
除
は
、
債
務
者
の
提
出
す
る
申
請
書
に
基
づ
い
て
、
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

２ 

法
令
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
と
き
は
、
債
権
免
除
承
認
通
知
書
（
第
五
十
四
号
様
式
）
を
作
成
し
、
債
務
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
十
一
章 

証
拠
書
類
等 

（
首
標
金
額
の
訂
正
禁
止
） 

第
百
四
十
六
条 

収
納
又
は
支
払
の
根
拠
と
な
る
証
書
類
の
首
標
金
額
は
、
訂
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
収
入
の
証
拠
書
類
） 

第
百
四
十
七
条 

収
入
の
証
拠
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

収
入
金
に
係
る
領
収
済
通
知
書 

二 

歳
入
戻
出
命
令
票
及
び
領
収
証
書 

三 

そ
の
他
収
入
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類 

（
支
払
の
証
拠
書
類
） 

第
百
四
十
八
条 

支
払
の
証
拠
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

支
出
命
令
票
及
び
領
収
証
書 

二 

返
納
通
知
票
及
び
返
納
に
係
る
領
収
済
通
知
書 

三 

支
出
更
正
通
知
票 

（
資
金
前
渡
に
係
る
証
拠
書
類
） 



第
百
四
十
九
条 

資
金
前
渡
に
係
る
証
拠
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

請
求
書
及
び
領
収
証
書 

二 
前
渡
資
金
精
算
書 

三 
そ
の
他
支
払
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類 

（
証
拠
書
類
の
型
式
） 

第
百
五
十
条 

証
拠
書
類
は
、
原
本
に
限
る
。
た
だ
し
、
原
本
を
提
出
し
難
い
と
き
は
、
証
明
者
が
原
本
と
相
違
な
い
旨
を
証
明
し
た
写
し
を
も
っ

て
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

外
国
文
で
記
載
し
た
証
拠
書
類
に
は
、
そ
の
訳
文
を
付
記
又
は
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

外
国
人
の
証
明
を
要
す
る
証
拠
書
類
の
証
明
は
、
署
名
を
も
っ
て
足
り
る
。 

（
証
書
類
の
文
字
及
び
印
影
） 

第
百
五
十
一
条 

証
書
類
の
数
字
は
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
請
求
書
等
で
縦
書
の
場
合
の
首
標
金
額
は
、
漢
数

字
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
一
」
、
「
二
」
、
「
三
」
及
び
「
十
」
の
数
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
壱
」
、
「
弐
」
、

「
参
」
及
び
「
拾
」
の
字
体
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

証
書
類
に
用
い
る
文
字
、
記
号
及
び
印
影
は
明
瞭
で
消
え
難
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

証
書
類
が
二
枚
以
上
に
わ
た
る
も
の
は
、
そ
れ
に
割
印
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
二
章 

雑
則 

（
事
故
報
告
） 

第
百
五
十
二
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
の
保
管
に
係
る
現
金
、
有
価
証
券
、
物
品
若
し
く
は
占
有
動
産
又
は
そ
の
使
用
に
係
る
物
品
が
滅

失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
て
ん
末
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
各
課
長
及
び
会
計
管
理
者
を
経
て
広
域
連
合
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

出
納
員
物
品
事
務
員
の
事
務
を
補
助
す
る
職
員 

二 

前
渡
資
金
取
扱
者 



三 

占
有
動
産
を
保
管
し
て
い
る
職
員 

四 

物
品
を
使
用
し
て
い
る
職
員 

２ 
前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
事
故
発
生
の
日
時
及
び
場
所 

二 

損
害
の
程
度(

事
故
物
件
の
品
名
、
数
量
及
び
金
額)

 

三 

事
故
の
原
因 

四 

事
故
発
見
の
動
機 

五 

事
故
発
生
前
の
保
管
状
況 

六 

事
故
に
お
け
る
措
置 

七 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項 

（
補
則
） 

第
百
五
十
三
条 

こ
の
規
則
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
〇
年
規
則
第
九
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
一
年
規
則
第
四
号
） 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
二
年
規
則
第
二
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則
（
平
成
二
二
年
規
則
第
八
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
財
務
規
則
第
八
十
九
条
第
一
項
第



三
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
締
結
さ
れ
た
契
約
か
ら
適
用
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
三
年
規
則
第
二
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



別記 

 

入 札 者 心 得 書 
（競争入札の参加者の資格） 

第一条 競争入札には、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

は、参加することができない。 
２ 競争入札に参加しようとする者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、三年以内

で広域連合長が定める期間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使

用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる

場合は、この限りでない。 
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し

て不正の行為をしたとき。 
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若

しくは不正の利益を得るために連合したとき。 
三 落札者が契約（仮契約）を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 
六 この項（この号を除く。）の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締

結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 
（一般競争入札参加の申出） 

第二条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該一般競争入札に係る公告において指定した期日ま

でに、前条第一項に規定する者でないことを確認できる書類及び当該公告において指定した書類を添

えて、契約担当者等にその旨を申し出なければならない。 
（入札保証金） 

第三条 入札者は、入札書提出前に、見積る契約金額の百分の五以上の入札保証金を出納員に納めなけ

ればならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。 
２ 前項の入札保証金の納付は、次に掲げる有価証券等の提供をもって代えることができる。 
一 国債又は地方債 
二 日本政府の保証する債券 
三 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 

３ 前項に規定する有価証券の評価は、同項第一号にあってはその額面金額（割引債券については時価

見積額）、同項第二号にあっては額面金額又は登録金額（発行価額が額面金額又は登録金額と異なる

ときは、発行価額）の十分の八以内として換算した額、同項第三号にあっては小切手金額とする。 
４ 入札保証金（入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。）は、

開札が終わった後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約（仮契約）を締結した後に還付する。 
５ 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。 
６ 落札者が契約（仮契約）を締結しないときは、入札保証金は広域連合に帰属する。 
（入札等） 

第四条 入札に参加する者は、仕様書、図面、契約書（仮契約書）案、現場等を熟覧の上、入札しなけ

ればならない。この場合において、仕様書、図面、契約書（仮契約書）案、現場等について疑点があ

るときは、関係職員の説明を求めることができる。 
２ 入札書は、封かんの上、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入

れなければならない。 
３ 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。 
４ 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。 
５ 入札者は、契約担当者等から入札金額の内訳を記載した書面の提出又は提示を求められたときは、

これに応じなければならない。

（入札の辞退） 
第五条 一般競争入札に参加する者及び指名業者（指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた

者をいう。以下同じ。）は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することが



 

 

できる。 
２ 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者等

に提出しなければならない。 
３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではな

い。 
（公正な入札の確保） 

第六条 入札に参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第

五十四号）等に抵触する行為を行ってはならない。 
２ 入札に参加する者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札に参加する者と入札する

金額又は入札の意志についていかなる相談も行わず、独自に入札する金額を定めなければならない。 
３ 入札に参加する者は、落札者の決定前に、他の入札に参加する者に対して入札する金額を開示して

はならない。 
（入札の中止等） 

第七条 不正の入札が行われるおそれがあると認めるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期する

ものとする。 
（無効の入札） 

第八条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
一 入札に参加する資格のない者のした入札 

二 不正行為により行った入札 

三 入札書に金額及び記名押印のない入札又は記載事項の確認ができない入札 

四 入札保証金の納入がない者及び入札保証金の納入額が不足する者がした入札 

五 同一人がした二以上の入札 

六 代理人でその資格のない者のした入札 

七 前各号に定めるもののほか、入札条件に違反した入札 

六 その他入札条件に違反した入札 
（同価入札の取扱い） 

第九条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。

この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関

係のない職員にくじを引かせる。 
（契約保証金） 

第十条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の百分の五（一件五百万円を超える工事の請

負契約にあっては、十分の一）以上の契約保証金を出納員に納付しなければならない。ただし、契約

保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。 
２ 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる有価証券等の提供をもって代えることができる。 
一 第三条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券 
二 銀行若しくは広域連合長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関す

る法律（昭和二十七年法律第百八十四号）第二条第四項に規定する保証事業会社の保証 
三 その他広域連合長が確実と認めた担保 

３ 前項第二号の担保の価値は、その保証する金額とする。 
４ 第三条第三項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。 
（契約書の取り交わし） 

第十一条 落札者は、落札決定の日から七日（契約の締結について議会の議決を要するものについては、

議会の同意があった旨の通知を受けた日から七日）以内に契約書（仮契約書）を取り交わさなければ

ならない。ただし、契約（仮契約）締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。 
２ 落札者が前項の期限（締結延期の承認を受けたときは、その期限）までに契約書（仮契約書）を取

り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。 
（契約書（仮契約書）の提出部数） 

第十二条 落札者は、契約書（仮契約書）を二通契約担当者等に提出しなければならない。 



別
表
第
一
（
第
二
十
八
条
関
係
） 

 
支
出
負
担
行
為
整
理
区
分
表 

  

十 九 八 七 六 五 四 三 二 一

交
際
費

旅
費

報
償
費

賃
金

恩
給
及
び
退
職
金

災
害
補
償
費

共
済
費

職
員
手
当
等

給
料
報
酬

契
約
を
締
結
す
る
と

き
、
又
は
支
出
決
定

の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

契
約
を
締
結
す
る
と

き
、
又
は
支
出
決
定

の
と
き

雇
入
の
と
き

― 支
出
決
定
の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

支
出
負
担
行
為
と
し

て
整
理
す
る
時
期

支
出
し
よ
う
と
す
る

額 支
出
し
よ
う
と
す
る

額 契
約
金
額
又
は
支
出

し
よ
う
と
す
る
額

賃
金
と
雇
入
人
員
と

の
積
算
額

― 支
出
し
よ
う
と
す
る

額 支
出
し
よ
う
と
す
る

額 支
出
し
よ
う
と
す
る

額 当
該
期
間
分

当
該
期
間
分

支
出
負
担
行
為

の
範
囲

請
求
書

旅
行
命
令

(

依
頼

)

簿

請
求
書
、
支
給
調
書

賃
金
支
給
調
書

― 病
院
等
の
請
求
書
、
受
領
書
又
は
証

明
書
、
戸
籍
謄
本
（
又
は
抄
本
）
、

死
亡
届
、
補
償
認
定
書

払
込
通
知
書
、
控
除
計
算
書

支
給
調
書
、
死
亡
届
、
失
業
証
明

書
、
納
入
通
知
書

支
給
調
書

支
給
調
書

支
出
負
担
行
為
に

必
要
な
書
類

節

支
出
負
担
行
為
整
理
区
分

区
分

 



  

二
十

十
九

十
八

十
七

十
六

十
五

十
四

十
三

十
二

十
一

扶
助
費

負
担
金
補
助
及
び
交

付
金

備
品
購
入
費

公
有
財
産
購
入
費

原
材
料
費

工
事
請
負
費

使
用
料
及
び
賃
借
料

委
託
料

役
務
費

需
用
費

支
出
決
定
の
と
き

請
求
の
あ
っ
た
と

き
、
又
は
指
令
を
す

る
と
き

購
入
契
約
を
締
結
す

る
と
き

購
入
契
約
を
締
結
す

る
と
き

購
入
契
約
を
締
結
す

る
と
き

契
約
締
結
の
と
き

契
約
を
締
結
す
る
と

き
、
又
は
支
出
決
定

の
と
き

契
約
を
締
結
す
る
と

き
、
又
は
支
出
決
定

の
と
き

契
約
を
締
結
す
る
と

き
、
又
は
支
出
決
定

の
と
き

契
約
を
締
結
す
る
と

き
、
又
は
支
出
決
定

の
と
き

支
出
し
よ
う
と
す
る

額 請
求
の
あ
っ
た
額
又

は
指
令
金
額

購
入
契
約
金
額

購
入
契
約
金
額

購
入
契
約
金
額

契
約
金
額

契
約
金
額
又
は
請
求

金
額

契
約
金
額
又
は
請
求

金
額

契
約
金
額
又
は
請
求

金
額

契
約
金
額
又
は
請
求

金
額

計
算
書

申
請
書
、
交
付
決
定
通
知
書
、

交
付
確
定
通
知
書
、

納
入
通
知
書

入
札
書
、
見
積
書
、
契
約
書
、

請
書

入
札
書
、
見
積
書
、
契
約
書

入
札
書
、
見
積
書
、
契
約
書
、

請
書

入
札
書
、
見
積
書
、
契
約
書
、

請
書
、
仕
様
書

見
積
書
、
契
約
書
、
請
書
、

請
求
書

入
札
書
、
見
積
書
、
契
約
書
、

請
書

入
札
書
、
見
積
書
、
契
約
書
、

請
書
、
仕
様
書
、
請
求
書

入
札
書
、
見
積
書
、
契
約
書
、

請
書
、
仕
様
書
、
請
求
書

 



  

二
十
八

二
十
七

二
十
六

二
十
五

二
十
四

二
十
三

二
十
二

二
十
一

繰
出
金

公
課
費

寄
付
金

積
立
金

投
資
及
び
出
資
金

償
還
金
利
子
及
び
割

引
料

補
償
補
て
ん
及
び
賠

償
金

貸
付
金

支
出
決
定
の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

積
立
決
定
の
と
き

投
資
又
は
出
資
決
定

の
と
き

支
出
決
定
の
と
き

支
払
期
日
又
は
支
出

決
定
の
と
き

貸
付
決
定
の
と
き

支
出
し
よ
う
と
す
る

額 支
出
し
よ
う
と
す
る

額 支
出
し
よ
う
と
す
る

額 積
立
し
よ
う
と
す
る

額 投
資
又
は
出
資
を
要

す
る
額

支
出
し
よ
う
と
す
る

額 支
出
し
よ
う
と
す
る

額 貸
付
を
要
す
る
額

計
算
書

納
入
通
知
書

申
請
書

計
算
書

申
請
書
、
申
込
書

計
算
書

承
諾
書
、
計
算
書
、
和
解
書
、

判
定
書
謄
本

申
請
書
、
契
約
書
、
確
約
書

 

     



別
表
第
二
（
第
百
八
条
関
係
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歳
入
歳
出
外
現
金
等
区
分
表 

 

四
　
そ
の
他

三
　
差
押
現
金

二
　
保
証
金

一
　
税
金
及
び
掛
金

科
目

広
域
連
合
長
が
指
定
す
る
現
金
及
び
有
価
証
券

一
　
給
与
等
債
権
差
押
現
金

二
　
そ
の
他

一
　
入
札
保
証
金
（
入
札
保
証
金
に
代
わ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）

二
　
契
約
保
証
金
（
契
約
保
証
金
に
代
わ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）

三
　
担
保
金
（
担
保
金
に
代
わ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）

四
　
そ
の
他
の
保
証
金
（
保
証
金
に
代
わ
る
有
価
証
券
を
含
む
。
）

一
　
源
泉
所
得
税

二
　
市
町
村
民
税

三
　
市
町
村
職
員
共
済
組
合
個
人
掛
金

四
　
社
会
保
険
料
個
人
掛
金

五
　
そ
の
他

項
目

 

        



別
表
第
三
（
第
百
十
六
条
関
係
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番
号

分
類

十
六
十
五
十
四
十
三
十
二
十
一
十 九 八 七 六 五 四 三 二 一

番
号

家
庭
機
器
類

通
信
用
機
器
類

視
聴
覚
機
器
類

車
両
類

黒
板
類

図
書
類

ち
ゅ
う
房
用
具
類

暖
冷
房
用
器
具
類

調
度
品
類

事
務
用
文
具
類

事
務
用
機
械
類

印
章
類

箱
、
台
類

戸
棚
類

椅
子
類

机
類

備
品

Ａ

細
分
類

 
 
 
 
 
 

番
号

分
類

十
四
十
三
十
二
十
一
十 九 八 七 六 五 四 三 二 一

番
号

雑
品
類

装
飾
、
被
服
及
び
寝
具
類

機
械
器
具
付
属
部
部
品
類

ち
ゅ
う
房
用
品
類

薬
品
類

医
療
用
雑
品
類

衛
生
用
雑
品
類

燃
料
油
類

写
真
用
雑
品
類

電
気
用
雑
費
類

文
房
印
刷
製
本
用
品
類

証
紙
類

印
刷
物
類

用
紙
帳
簿
類

細
分
類

Ｂ

消
耗
品

 



第１号様式（第５条関係） 

2170 

（その１）表紙 
 
 
 
 
注 用紙の大きさは、日本工業規格 A４縦長とする。 
 
（その２）引継書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 用紙の大きさは、日本工業規格 A４縦長とする。 
 
 
 
 
 
 

 
事 務 引 継 書 

 
事 務 引 継 書 

 
１ 青森県後期高齢者医療広域連合       は、平成  年  月  

日付け人事異動のため、平成  年  月  日に事務の引継ぎを行った。 
 
２ 前任者          は、事務引継目録を調製して後任者    

と共に各現物と照合してその授受を終えた。 
 
  上記のとおり、事務引継ぎを終了したので押印する。 
 
 平成  年  月  日 
 
 前任者 
 
                              ㊞ 
 
 後任者 
 
                              ㊞ 



第１号様式（第５条関係） 

 

（その３）引継目録 

種 目 数量 摘 要 種 目 数量 摘 要 

            

            

            

  
            

            

注 用紙の大きさは、日本工業規格 A４縦長とする。 



第２号様式（第７条関係） 

 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。 



第３号様式（第７条関係） 

 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。 
 



第４号様式（第１２条関係） 

 

（その１） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第４号様式（第１２条関係） 

 

（その２） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第５号様式（第１３条関係） 

 

（その１） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第５号様式（第１３条関係） 

 

（その２） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第６号様式（第１４条、第２３条関係） 

 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第７号様式（第１９条関係） 
 
 

 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。 



第８号様式（第２４条関係） 

 

（その１） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第８号様式（第２４条関係） 

 

（その２） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第９号様式（第２５条関係） 

 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１０号様式（第２７条関係） 

 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１１号様式（第２９条関係） 

 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１２号様式（第２９条関係） 

 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１３号様式（第３２条関係） 

 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１４号様式（第３３条関係） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１５号様式（第３６条関係） 

 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１６号様式（第３７条関係） 

 

歳出→歳入（その２） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１６号様式（第３７条関係） 

 

歳出→歳入（その１） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１６号様式（第３７条関係） 

 

歳出→歳計外（その１） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１６号様式（第３７条関係） 

 

歳出→歳計外（その２） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１６号様式（第３７条関係） 

 

歳計外→歳入（その２） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１６号様式（第３７条関係） 

 

歳計外→歳入（その１） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１６号様式（第３７条関係） 

 

歳計外→歳計外（その２） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１６号様式（第３７条関係） 

 

歳計外→歳計外（その１） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１７号様式（第４３条、第５９条関係） 

 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第１８号様式（第４９条、第５０条、第５３条関係） 
 
 

 
 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。 



第１９号様式（第５０条関係） 
 
 
（表） 

支 払 通 知 書 
 

 
  住所  
 
  氏名                 様 
 
  摘要 
       

金 額  

通 知 書 番 号  

発行（支払）日 年  月  日 

    （支払店）上記の金額をこの通知書と引換えに下記の金融機関で 
お受け取りください。 

 
    金融機関名  
 
    青森県後期高齢者医療広域連合会計管理者  ㊞ 
 
    ◎裏面も御覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。



第１９号様式（第５０条関係） 
 
 
（裏） 

 

１ 受取人は、領収証書欄に年月日、住所及び氏名を記入し、印を押して

ください。ただし、官公署又は公共団体の場合はその名称及び受領権限

を有する者の官職氏名を、法人の場合はその名称及び受領権限を有する

者の役職氏名を記入し、印を押してください。 

２ 受取人が代理人をして受領させようとするときは、委任状欄に必要事

項を記入し、及び記名押印し、又は別に委任状を差し出してください。 

３ 本書を汚損、き損し、又は亡失したときは、直ちに支払店に通知し、

再交付の手続をしてください。 

４ 本書を発行した日から1年を経過すると本書では支払を受けられませ

ん。この場合は、会計管理者に通知してください。 

５ 現金受領の際に、運転免許証・保険証又はその他本人確認書類の提示

が必要になります。 

検 印 

 

係 印 

 

 

 支払日付印  

 

領 収 証 書 

 
収 入 

印 紙 

年  月  日  

表面に記載の金額を領収しました。 

住 所 

氏 名                      ㊞ 

 

委   任   状 

年  月  日  

 表面に記載の金額の受領を          に委任しました。 

 住 所 

 氏 名                           ㊞ 

(

金
融
機
関
保
管)

 
 
 
 
 
 



第２０号様式（第５１条関係） 

 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。 



第２１号様式（第５１条関係） 

 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第２２号様式（第５５条関係） 

 

年  月  日 
青森県後期高齢者医療広域連合 
会計管理者 様 
 

                住所 
                           氏名          ㊞ 

 
小切手（支払通知書）再発行願 

下記のとおり再発行願います。 
金    額  

年    度  

会    計  

小切手（支払通知書） 
発行年月日 

 

小切手（支払通知書） 
番号 

 

小切手を宛てた金融

機関 
 

支払金融機関  

再発行の理由  

 
 
 
 
 
上記の支払通知書は、未払であることを証明します。 
                           年   月   日 
         青森県後期高齢者医療広域連合指定金融機関         印 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第２３号様式（第５７条関係） 

 

年  月  日 
青森県後期高齢者医療広域連合 
指定金融機関 様 
 
                   青森県後期高齢者医療広域連合会計管理者 ㊞ 

 
小切手訂正（支払指示等変更）通知書 

下記のとおり訂正してください。 
金  額  

年  度  

会  計  

小切手等発行年月日  

小切手等番号  

訂正をするものの名称  

住 所 債権者 
氏 名 

 

訂 正 前  

訂 正 後  

 
摘 
要 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第２４号様式（第５８条関係） 

 

（その１） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第２４号様式（第５８条関係） 

 

（その２） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第２５号様式（第５９条関係） 
 
 

 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。 



第２６号様式（第６０条関係） 
 

 

年  月  日 
青森県後期高齢者医療広域連合 
会計管理者 様 

 
住所 
氏名         ㊞ 

 
 

支払再請求書（小切手償還請求書） 
下記の支払通知書に係る金額（小切手）について、地方自治法施行令第１６５

条第２項（第１６５条の５）の規定により支払（償還）を請求します。 
 
記 

 
１ 番       号    小切手番号       第    号 
               支払通知書番号     第    号 
２ 金       額    ￥ 
３ 発行（振出）年月日        年   月   日 
４ 所属年度             年度 
５ 会計区分             会計 
６ 支払金融機関        
７ 債権の発生した理由  
 
 
上記の請求者の住所、氏名、金額及び債権の発生した理由について確認します。 
                          年  月  日 
                    命令機関 
                    所属 
                    職氏名          

注１ 小切手を亡失したときは、除権判決の正本を添付すること。 
 ２ 支払通知書を添付できないときは、その理由を付記すること。 
 ３ 命令機関の確認は、課長が行うこと。 
 ４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 

印 



第２７号様式(第６８条関係) 

 

 

年  月  日 

 

 青森県後期高齢者医療広域連合長 様 

 

住 所             

氏 名            ㊞ 

 

入札保証金等充当依頼書 

 

 

￥                 

 

                 に係る契約保証金(代金)の一部(全部)に

充当してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第２８号様式(第７１条関係) 

年  月  日 
 
 
 青森県後期高齢者医療広域連合長 様 
 
 

住 所            

氏 名           ㊞ 
 
 

入札書 
 
 

    ￥                
    工事番号 第    号 
    入札件名 
    規  格 
    数  量 
    単  価 
    工事(納入) 
    場  所 
 
 
 
 
 
 
 
 注 用紙の大きさは、日本工業規格 A４縦長とする。 



第２９号様式(第９０条関係) 

注１ 違約金等の基礎欄には、その根拠となるものを算式と同時に文言で表す

こと。 

 ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 

年度  

会計 

違 約 金 等 調 書 
所属  

契約担当者等  起案者 

  年  月  日 

違 約 金 ￥              

内    訳 

契約金額  

遅延日数  

違約金等の基礎  

契約者住所  

契約者氏名  

目 節 細節 

   

摘要 

 



第３０号様式(第９７条関係) 

 （その１）一般用 

検 査 調 書 

 

検査者 

所 属 

職氏名          ㊞ 

 

下記のとおり検査しました。 

 

注１ 委託契約に係る検査の場合は、この様式を適宜修正して使用することが

できる。 

 ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 

番 号 第     号  

契 約 件 名   

工事（納入）場所   

契 約 金 額 ￥  

契 約 者   

契 約 年 月 日 年  月  日  

履 行 期 限 年  月  日  

履 行 年 月 日 年  月  日  

完成届書受理年月日 年  月  日  

検 査 年 月 日 年  月  日  

出 来 形 の 割 合 ％  

出来形検査請求日 年  月  日  

検査立会者職氏名   

検査意見 

 



第３０号様式(第９７条関係) 

 （その２）物品用 

検 査 調 書 

 

検査者 

所 属 

職氏名          ㊞ 

 

下記のとおり検査しました。 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 

契 約 者  契約年月日 年  月  日 

納入期限 年  月  日 検査年月日 年  月  日 

品  名 品質・規格 数量 単価 契約金額 
納 入 

年月日 

検査 

意見 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



第３１号様式（第９８条関係） 

 

 
 



第３２号様式（第１００条関係） 

 

現 金 出 納 表 

注 用紙の大きさは、日本工業規格 A４縦長とする。 

年月日 摘要 受入額 払出額 残額 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



第３３号様式（第１０４条関係） 

 

 
一 時 繰 替 金 整 理 簿 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。 
 
 
 

会 計 名   

繰 替 元 会 計 受入日 受入金額 返還日 返還金額 備考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

合 計      



第３４号様式（第１０７条関係） 

 

 

 

つり銭用現金交付申請書 

 

 

年   月   日 

 

 会計管理者 様 

 

職名                

氏名           ㊞    

 

     年度においてつり銭用現金の交付を受けたいので、次のとおり申請

します。 

 

記 

 

1 交付申請額     金         円 

 

2 歳入金の内容 

 

3 つり銭必要期間(予定) 

       年   月    日～   年   月    日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 

 



第３５号様式（第１０７条関係） 

 

 

 

つり銭用現金返納書 

 

 

年   月   日 

 

 会計管理者 様 

 

職名                

氏名           ㊞    

 

     月  日付で交付を受けたつり銭用現金を返納いたします。 

 

記 

 

1 返納額     金         円 

 

2 返納の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 

 



第３６号様式（第１０９条関係） 

 

 
 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第３７号様式（第１０９条関係） 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第３８号様式（第１１２条関係） 

 

別 段 預 金 元 帳 

注１ 統括店にあっては、公金の総括と支払通知書による支払とを区分するこ

と。 
２ 用紙の大きさは、日本工業規格 A４縦長とする。 

年月日 摘要 受入額 払出額 残額 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



第３９号様式（第１１２条関係） 

 

指 定 預 金 元 帳 

注１ 会計管理者が指定した預金別に口座を設けること。 
２ 用紙の大きさは、日本工業規格 A４縦長とする。 

年月日 摘要 受入額 払出額 残額 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



第４０号様式（第１１３条関係） 
 

 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。 



第４１号様式（第１１３条関係） 
 

 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。 



第４２号様式（第１２１条関係） 

 

 
注１ 寄附申込書その他関係書類を添付すること。 
 ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。 
 

物 品 寄 附 調 書 

出 納 通 知 出 納 執 行 

命 令 機 関    会 計 機 関    

起 案 者 ㊞ 年 月 日 起 案 者 ㊞ 年 月 日 

出 納 通 知 年    月    日 出 納 執 行 年    月    日 

貸入場所   備考 

分類番号 品 名 品質規格 数量 評 価 額 寄  付  者 摘 要 

             

              

       

              

              



第４３号様式（第１２３条関係） 

 

 
注１ 「貸付けの区分」欄にあっては、無償貸付けにあっては「無償」、減額貸

付けにあっては「減額」適正対価による貸付けにあっては「正価」と記入

すること。 
 ２ 借用証書を徴した場合は、下段の借用欄への記入は、省略することがで

きる。 
 ３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。 
 

物 品 貸 付 調 書 

出 納 通 知 出 納 執 行 

命 令 機 関    会 計 機 関    

起 案 者 ㊞ 年 月 日 起 案 者 ㊞ 年 月 日 

出 納 通 知 年    月    日 貸付に伴う出納執行 年    月    日 

貸付理由   

貸 付 け 

の 区 分 
貸 付 先 分類番号 品    名 品質価格 数 量 貸付価格 貸付期間 

返納に伴う出納

執 行 年 月 日
返納物品 

受領物品 

担当員印 

             ～       

              ～       

              ～       

              ～       

 上記の物品を借用しました。 

年  月  日 

借受人 

 住 所 

年  月  日 

借受人 

 住 所 

年  月  日 

借受人 

 住 所 



第４４号様式（第１２４条関係） 

 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格 A４縦長とする。 

号 号

総務課長  



第４５号様式（第１２５条関係） 
 

 

 

総務課長 



第４６号様式（第１２６条関係） 

 

 
年  月  日    

 会計管理者 様 

課               

担当者              

㊞ 

年度別重要物品増減及び現在高報告書 

 

総括区分 

コード 

重要物品 

区分コード 
品名 

前年度からの

繰越高 
増高 減高 

今年度末 

現在高 

整理 

番号 

増減事由 

区分コード 
摘要 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。 

 
 



第４７号様式（第１３２条関係） 

 

債権管理表（個人） 
（表）

 
 
（裏） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。 
 
 
 



第４７号様式（第１３２条関係） 

 

債権管理表（総括） 

 
注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４横長とする。 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 



第４８号様式（第１３７条関係） 

 

年  月  日 
（担保等の提供義務者） 様 

 
債権管理員             
職 氏名          ㊞ 

 
  
担保の提供等に関する請求書 
 
 
下記の債権について下記理由により、           を請求します。 
 

記 

債 権 金 額 ￥． 

債 権 の 発 生 原 因  
（担保、保証人）の提供 
（変更）を求める理由  

摘要 
注１ 請求書の内容により、不要な部分は消すこと。 
 ２ 用紙の大きさは、日本工業規格 A４縦長とする。 
 

担保の提供（変更）請求書 
保証人の保障（変更）請求書 
増担保の提供請求書 



第４９号様式（第１４１条関係） 

 

会計機関 債権管理員 起案者 

   

 

徴 収 停 止 調 書 

 所 属   

発 生 年 度 年 度    

目 コ ー ド 節 細 節 

      

債務者の住所

氏名又は名称 
  

債 権 金 額  ￥ 

債 権 の 

発 生 原 因 
  

履 行 期 限 年   月   日         

理 由   

添 付 書 類   

    

摘 要 

 注１ 理由欄には、理由のほか、その根拠(法令等)を明記すること。 

  ２ この様式による事項以外で必要な事項については、空欄及び摘要欄に

適宜整理の上記載すること。 

  ３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第５０号様式（第１４３条関係） 

 

年  月  日  

 青森県後期高齢者医療広域連合長 様 

債務者の住所            

氏名又は名称          ㊞ 

履 行 延 期 申 請 書 

下記の債務について下記の条件により履行期限を延長してください。 

記 

１ 債務の概要 

 （１）債務者の住所、氏名又は名称及び職業又は業務 

 （２）元本債務金額 ￥．       

 （３）履行延期の特約等の承認のある日までに付されている 

利息  ￥．       

延滞金 ￥．        加算金 ￥．       

 （４）債務の発生原因 

２ 履行期限を延期しなければならない理由 

３ 履行された後における履行期限、延納利息及び延滞金 ￥．       

 （１）履行期限    履行期限ごとに履行すべき金額 ￥．       

        年   月   日 

        年   月   日 

 （２）履行延期の申請の承認の日から付すべき延納利息 

    利率        利払い期日 

 （３）延滞金  ￥．           

   履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、年 パーセン

トの割合で延滞金を支払う。 

４ 担保 

 （１）担保物件の種類、数量、金額及び物件の所在その他担保の状況 

 （２）保証人の住所、氏名又は名称、職業又は業務、保証金額及び保証人の

資産の状況その他保証に関する必要な事項 

５ 担保の提供及び債務名義の取得 

  広域連合の指示するところに従い、担保の提供又は債務名義の作成に関す

る必要な措置に応ずるとともに、これらの措置をとるために必要な費用を負

担する。 

６ その他の条件 

 （１）広域連合はこの債権の保全上必要があると認めるときは、債務者に対

してその業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件

を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることが

できる。 

 （２）広域連合は、次に掲げる場合には、この債権の全部又は一部について 

   延長された履行期限を繰り上げることができる。 



第５０号様式（第１４３条関係） 

 

   イ 債務者が広域連合に対し不利益になるようなことで財産を隠し、損

ない、若しくは処分したと認めるとき、若しくはこれらのおそれがあ

ると認めるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたと認めるとき。 

   ロ 債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。 

   ハ 債務者に次の事由が生じたこと。 

   （イ）強制執行を受けたこと。 

   （ロ）租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。 

   （ハ）その財産について競売の開始があつたこと。 

   （ニ）破産手続開始の決定を受けたこと。 

   （ホ）解散したこと。 

   （へ）債務者について相続の開始があつた場合において、相続人が限定

承認をしたこと。 

   （ト）上記（ニ）から（ヘ）までに掲げる場合のほか、債務者の総財産

についての清算が開始されたこと。 

   ニ 債務者が履行延期の特約(処分)に付された条件に従わないとき。 

   ホ その他広域連合において、債務者の資力の状況その他の事情の変更

により当該延長にかかわる履行期限によることが不適当となったと認

めるとき。 

 （３）広域連合において、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする

事情が生じたと認めるときは、債務者は、広域連合の請求に応じて増担

保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならない。 

 （４）広域連合において債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要

があると認めて債務者に対し、担保を提供し、又は延納利息を付する旨

の請求をしたときは、その請求するところに従って担保を提供し、又は

利息を付して支払をしなければならない。 

 （５）(その他必要事項) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注１ この様式は、必要に応じて記載事項を修正することができる。 

  ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第５１号様式（第１４３条関係） 

 

年  月  日 

 (債務者の氏名又は名称) 様 

青森県後期高齢者医療広域連合長 ㊞ 

 

履行延期承認通知書 

 

     年  月  日付履行延期承認申請書によって申請のあった下記の

債権に関する履行期限の延長については、同申請書の内容に下記の条件を

付して承認します。 

記 

１ 債権の概要 

 （１）債務者の住所及び氏名又は名称 

 （２）債権金額 ￥．       

 （３）債権の発生原因 

２ 承認の条件 

 （１）担保物件のうち   については、供託をした上，  年  月  日

までに供託物の受入れの記載のある供託書を提出してください。 

 （２）担保物件のうち   については、抵当権の設定の登記又は登録をす

る必要がありますから抵当権の登記原因又は登録原因を証明する書面及

び登記又は登録についての承諾書を  年  月  日までに提出して

ください。 

 （３）保証人の債務証書を  年  月  日までに提出してください。 

   なお、保証契約を締結する必要がありますので、保証人が  年  月

  日までに(又は  年  月  日において)官公署の作成した印鑑

証明書その他本人であることを証明するに足りる確実な証明書及び印鑑

を持参の上、当庁又は    に出頭するよう取り計らってください。 

 （４）この債権について公正証書を作成する必要がありますので、  年 

 月  日までに(又は  年  月  日において)官公署の作成した

印鑑証明書その他本人であることを証明するに足るこれに準ずべき確実

な証明書及び印鑑を持参の上、当庁又は    に出頭してください。 

 （５）  年  月  日までに債務証書を提出してください。 

 （６）債務者が上記の期日又は期限までに上記の措置をとらなかったときは、

広域連合は、その承認を取り消すことがあります。 

 （７）(その他広域連合長が定める事項) 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第５２号様式（第１４３条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

 青森県後期高齢者医療広域連合長 様 

債務者の住所            

氏名又は名称          ㊞ 

債務証書 

 

（債務者の氏名又は名称）（以下「乙」という。）が広域連合（以下「甲」とい

う。）に対する（債務の名称）の未払額   円及びこれに係る  年  月 

 日から   年  月  日までの期間の日数に応じ、年 パーセントの割

合で計算した(利息、加算金及び延滞金の名称)   円は、下記第１に記載す

るところにより履行するとともにこの債務の履行に関して下記第２から第６ま

でに記載する条件に従います。 

１ 履行期限、延納利息及び延滞金 

（１）乙は甲に対し上記の金額 ￥．      を次のとおり支払うこと。 

  履行期限    年  月  日～    年  月  日まで 

  履行すべき金額 ￥．       

（２）乙は、上記の履行すべき金額に対し  年  月  日からそれぞれの

履行期限までの期間の日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した延納

利息を甲に支払うこと。 

（３）乙は、上記(1)の履行期限（履行期限を繰り上げられたときは、その繰り

上げられた履行期限）までに履行すべき金額を完納しなかったときは、そ

の完納しなかった金額（乙がその履行した場合における当該履行の日以後

の期間については、その額から既に履行した額を控除した額）に対し、そ

れぞれの履行期限の翌日から完納した日までの期間の日数に応じ、年 パ

ーセントの割合で計算した延滞金を甲に支払うこと。 

２ 乙は、甲がこの債権の保全上必要があると認めて、乙に対し、その資産の

状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべ

き報告若しくは資料の提出を求めたときは、その要求に従うこと。 

３ 乙は、甲において、乙が次に掲げる場合に該当するものと認めて、上記第

１の（１）の金額の全部又は一部についてその延長された履行を繰り上げる

旨の指示をしたときは、その指示に従うこと。 

（１）乙が甲の不利益に乙の財産を隠し、損ない若しくは処分したとき、若し

くはこれらのおそれがあると認めるとき、又は虚偽に債務を負担する行為

をしたとき。 

（２）乙が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。 

（３）乙に次の事由が生じたとき。 

  イ 強制執行を受けたこと。 

収 入 

印 紙 



第５２号様式（第１４３条関係） 

 

  ロ 租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。 

  ハ その財産について競売の開始があったこと。 

  ニ 破産手続開始の決定を受けたこと。 

  ホ 解散したこと。 

  へ 乙について相続の開始があつた場合において、相続人が限定承認をし

たこと。 

  ト 上記ニからヘまでに掲げる場合のほか、乙の総財産についての清算が

開始されたこと。 

（４）乙が、この債務証書に記載された条件に従わないとき。 

（５）その他の資力の状況その他の事情の変更により第１の（１）に記載され

た履行期限によることが不適当となったとき。 

４ 甲において、担保の価格が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じ

たと認めるときは、乙は甲の請求に応じて増担保の提供又は保証人の変更そ

の他の担保の変更をしなければならない。 

５ 乙は、担保の提供を免除され、又は延納利息を付さないことができること

とされた場合においても、甲において、乙の資力の状況その他の事情の変更

により必要があると認めて、乙に対し、担保を提供し、又は延納利息を付す

る旨の請求をしたときは、その請求するところに従って担保を提供し、又は

利息を付して支払をしなければならない。 

６ （その他知事が定める事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第５３号様式（第１４３条関係） 

 

年  月  日 

 

 債務者の氏名又は名称 様 

 

青森県後期高齢者医療広域連合長 ㊞ 

 

履行延期承認取消通知書 

 

 

     年  月  日付けで履行延期承認通知書により履行延期の承認を

しましたが，下記により履行延期の特約を取り消したので通知します。 

 

記 

 

   債権金額(履行期限ごとに履行すべき金額) 

        年    月    日         円 

        年    月    日         円 

債 権 の 発 生 原 因   

債
権
の
内
容 

履行延期特約の理由   

履行延期取消しの理由   

取消し後の取扱い   

摘要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 



第５４号様式（第１４５条関係） 

 

年  月  日   

 

 債務者の住所氏名又は名称 様 

 

 

青森県後期高齢者医療広域連合長 ㊞ 

 

債 権 免 除 承 認 通 知 書 

 

 

年  月  日付けで申請のあった債権の免除について，下記により免

除することにしたので通知します。 

 

記 

 

 

 1 債権の発生原因 

 2 債権の免除の対象となった債権金額 

 3 債権の免除額 

 4 債権の免除した日付 

 5 債権の免除について付した条件 

 6 その他参考となる事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 


